
天
命
年
開
の
世
職
制
度
に
つ
い
て

松

浦

茂

は
じ
め
同
に

第
一
章
ヌ
ル
ハ
チ
の
都
市
政
策

第
二
章
世
職
制
度
と
入
旗
制
度
の
関
係

第
一
節
天
命
五
年
制
定
の
武
官
ハ
世
職
〉
制
度

第
二
節
世
職
創
度
の
繁
遷

t

第
三
一
章
天
命
年
聞
の
世
職
制
度

第
一
節
世
職
制
度
の
意
義

第
二
節
世
職
官
の
特
典

お

わ

り

に
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t主

じ

め

こ
れ
か
ら
述
べ
る
世
職
制
度
は
清
朝
濁
特
の
世
襲
官
僚
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。
世
職
の
起
源
は
も
と
も
と
ヌ

ル
ハ
チ
が
天
命
五
年
に
制
定
し

た
武
官
組
織
に
あ
る
。
穂
兵
官
、
副
将
、
参
賂
、
遊
撃
、
そ
し
て
備
禦
と
い
っ
た
武
官
た
ち
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
武
官
制
度
は
そ
の
の
ち
蟹

遷
を
繰
り
返
し
て
、
乾
隆
元
年
に
は
つ
い
に
中
園
俸
統
の
五
等
爵
制
酬
に
慶
賀
し
て
し
ま

っ
た
。
世
職
に
任
命
さ
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
満
洲
族

の
功
臣
た
ち
に
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
代
々
世
職
を
世
襲
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
世
職
と
い
う
名
稿
が
輿
え
ら
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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672 

(
1〉

世
職
制
度
に
閲
す
る
論
文
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
設
表
さ
れ
て
い
な
い
。
世
職
制
が
研
究
の
劃
象
と
な
ら
な
か
っ
た
も
っ
と
も
大
き
な
原
因

は
、
世
職
が
八
旗
官
制
の
一
一
部
と
混
同
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
職
は
八
旗
と
は
異
な
る
濁
自
の
組
織
で
あ
る
。
世
職
制
度
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
、
今
後
清
初
の
祉
曾
史
研
究
を
す
す
め
て
い
く
上
で
不
可
絞
と
考
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
研
究
針
象
を
ヌ
ル
ハ
チ
時
代
の
世
職
制
度
に
か
ぎ
っ
て
、
次
の
二
つ
の
課
題
を
設
定
す
る
。
第

一
に
、

世
職
と
八
旗
官
と

の
閥
係
を
研
究
す
る
。
雨
者
が
並
存
す
る
こ
つ
の
組
織
で
あ
る
こ
と
、
同
時
に
雨
者
は
た
が
い
に
重
な
り
あ
う
こ
と
を
述
べ
る
。

第
二
に
、
世

職
制
度
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
世
職
制
の
貫
施
が
ア
ン
パ
ン
の
官
僚
化
へ
の
第

一
歩
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
謹
す
る
。
な
お
、
『
満
文
老
楢
』

の
テ
キ
ス
ト
は
同
研
究
曾
語
註
本
を
利
用
し
た
が
、
そ
の
引
用
に
つ
い
て
は
詩
語
を
統
一
す
る
た
め
に
拙
誇
を
用
い
た
。

第
一
章

ヌ
ル
ハ
チ
の
都
市
政
策

世
職
制
度
の
研
究
に
入
る
ま
え
に
、
本
一章
で
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
都
市
政
策
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ヌ
ル
ハ
チ
が
園
家
統
一
の
過
程
で
賀
施
し
た
諸
政
策
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
も
の
の
一
つ
は
都
市
政
策
で
あ
る
。
周
知
の
と
お

(
2〉

り
、
ヌ
ル
ハ
チ
は
最
初
の
醤
老
城
か
ら
最
後
の
溶
陽
城
ま
で
生
涯
に
七
た
び
都
城
を
遷
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
都
城
に
お
い
て
も
彼

の
都
市
政
策
は
一
貫
し
て
鑓
わ
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
有
力
な
家
臣
に
劃
す
る
都
域
内
集
住
政
策
の
質
施
で
あ
る
。
そ
れ
が
も
っ
と
も
典

型
的
に
知
ら
れ
る
の
は
、

ヌ
ル
ハ

チ
が
一

五
八
七
年
か
ら

一
六

O
三
年
ま
で
の
あ
い
だ
最
初
に
都
城
と
し
た
奮
老
城
の
都
市
プ
ラ
ン
で
あ
る
。

(
3
)
 

こ
こ
で
、
奮
老
城
を
例
に
と
っ
て
彼
の
都
市
政
策
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
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(
4〉

奮
老
城
は
一
五
八
七
年
シ

ョ
リ
河
口
附
、近
に
コ
ニ
層
の
城
」
と
し
て
築
か
れ
た
。
そ
の
都
市
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、

一
五
九
五
年
か
ら

一
五

九
六
年
に
か
け
て
嘗
地
を
お
と
ず
れ
た
李
朝
の
南
部
主
簿
申
忠
一
が
『
建
州
紀
程
圏
記
』
の
中
に
詳
細
な
記
録
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
奮
老
城
は
内
城
と
外
域
二
つ
の
匿
劃
か
ら
な
り
、
内
城
は
木
柵
で
さ
ら
に
二
つ
に
分
割
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
奮
老
城
の
木
棚
、
内
城
、
そ

(

5
)
 

し
て
外
城
を
内
か
ら
外
へ
同
心
固
肢
に
園
示
す
る
が
、
寅
際
に
は
内
城
の
東
南
部
分
が
外
に
ふ
く
ら
ん
で
外
城
と
結
合
し
て
い
た
。
申
忠

一
は



内
城
に
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
一
族
が
住
ん
で
お
り
、
木
柵
内
に
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
家
族
と
弟
シ
ュ
ル
ガ
チ
一
家
が
住
ん
で
い
た
と
報
告
し
て
い
る
。
こ

れ
に
劃
し
て
、
外
城
に
は
ヌ
ル
ハ
チ
兄
弟
に
従
う
武
賂
(
「
諸
終
」
〉
と
郎
黛
〈
「
族
黛
」
〉
が
・く
ら
し
て
い
た
と
い
う。

武
将
た
ち
は
そ
の
敷
二
百

み
な
奮
老
城
か
ら
数
日
行
程
の
範
圏
内
に
あ
る
各
地
方
の
有
力
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
申
忠
一
よ
り
も
数

箇
月
早
く
嘗
老
城
を
お
と
ず
れ
た
李
朝
の
通
語
河
世
園
は
ま
た
、
「
千
蝕
名
の
も
の
が
常
に
城
中
に
く
ら
し
、
た
え
ず
寅
戦
訓
練
を
行
な
っ
て

(
6
)
 

い
た
」
と
謹
言
し
て
い
る
。
申
忠
一
の
報
告
と
比
較
し
て
人
教
が
か
な
り
多
い
が
、
河
世
園
が
目
撃
し
た
こ
の
千
絵
名
は
申
忠
一
の
言
う
外
城

た
ら
ず
で
あ
っ
た
が
、

の
武
将
と
郎
議
た
ち
に
あ
た
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
彼
ら
の
報
生
白
か
ら
、
奮
老
城
の
外
城
で
は
各
地
の
有
力
者
が
一
族
や
村
落
民
か
ら
離

れ
て
一
年
中
生
活
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
奮
老
域
内
に
集
住
す
る
武
賂
た
ち
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
重
立
っ
た
家
臣
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
事

貧
で
あ
る
。
確
か
に
醤
老
域
以
外
に
も
各
地
の
要
庭
や
園
境
に
は
城
や
と
り
で
が
築
か
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
特
定
の
家
臣
が
根
援
と
し
て
い

た
形
跡
は
な
い
。
申
忠
一
に
よ
れ
ば
、

一
方
と
り
で
の
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ヌ
ル
ハ
チ
は
各
地
の
と
り
で
に
奮
老
域
内
の
武
将
を
一
年
交
替
で
終
と
し
て
祇
遣
し
、

(
7
)
 

兵
は
近
傍
の
村
落
か
ら
民
を
十
日
交
替
で
徴
護
し
た
と
い
う
。
蓄
老
城
は
マ
ン
ジ
4

圏
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
都
市
と
言
っ

て
も
よ
か
っ

た。
一
般
人
民
は
奮
老
城
を
中
心
に
し
て
数
日
行
程
の
領
威
内
に
あ
る
村
落
巴
住
ん
で
い
た
。

ヌ
ル
ハ
チ
初
期
の
租
税
と
径
役
制
度
に
つ
い
て
は

(
8〉

ま
だ
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
兵
役
の
ほ
か
に
都
城
の
警
固
や
土
木
工
事
な
ど
の
繕
役
を
民
に
劃
し
て
課
し
て
い
た
。
ヌ
ル
ハ
チ
か
ら
徴
衰

の
命
令
が
下
る
と
、
城
内
の
武
将
は
地
方
に
住
む
一
一
族
や
村
落
民
に
知
ら
せ
て
彼
ら
を
都
城
ま
で
赴
か
せ
た
と
い
う。

申
忠
一
が
見
た
外
城
の

(9
)
 

外
に
住
む
兵
士
(
「
軍
人
」
)
も
、
各
地
か
ら
呼
ぴ
集
め
ら
れ
た

一
般
人
民
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
『
建
州
紀
程
園
記
』
を
手
が
か
り
に
し
て
奮
老
城

時
代
の
マ
ン
ジ
ュ
園
の
統
治
形
態
を
説
明
し
た
。

673 

ヌ
ル
ハ
チ
は
一
六

O
三
年
に
奮
老
城
か
ら
近
く
の
ホ
ト
ア
ラ
に
城
を
築
い
て
遷
っ
た
。
そ
し
て
明
と
の
戦
争
が
始
ま
っ
た
天
命
四
年

ハ
一
六

一
九
〉
に
は
ジ
ャ
イ
フ
ィ
ヤ
ン
城
に
遷
り
、
翌
年
に
は
さ
ら
に
サ
ル
フ
城
に
み
や
こ
を
遷
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
都
城
の
プ
ラ
ン
に
閲
し
て
は
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あ
ま
り
詳
し
い
史
料
は
な
い
が
、

(
叩

)

た
だ
ホ
ト
ア
ラ
城
だ
け
は
奮
老
城
と
同
じ
く
内
城
と
外
城
か
ら
で
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
『
響
遼
碩
霊
』
東
夷
奴
見
日
常
赤
考
は
、
内
城
に
は
ヌ
ル
ハ
チ
一
族
が
生
活
し
、
外
城
に
は
「
精
鋭
の
兵
卒
」
(
「
精
惇
卒
伍
」
)
が
居
住

(U
〉

し
て
い
た
と
い
う
。
外
城
に
住
む
「
精
鋭
の
兵
卒
」
が
具
鐙
的
に
何
を
指
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る

よ
う
に
内
城
と
外
城
か
ら
構
成
さ
れ
る
都
城
の
プ

ラ
ン
は
、
十
六
世
紀
後
半
に
東
北
地
匿
で
設
展
し
た
城
郭
の
様
式
で
あ
っ
て
、
家
臣
に
射
す

る
集
住
制
度
と
深
い
闘
係
を
も
っ

て
い
た
。
ホ
イ
フ
ァ
や
ウ
ラ
、

エ
ホ
の
都
城
も
同
じ
プ
ラ
ン
か
ら
で
き
て
い
た
。

ホ
ト
ア
ラ
城
が
こ
の
様
式

を
用
い
て
い
る
以
上
、
私
は
、

ホ
ト
ア
ラ
城
で
も
や
は
り
家
臣
が
集
住
し
て
い
た
と
考
え
る
。
「
精
鋭
の
兵
卒
」
は
城
内
に
集
め
ら
れ
た
ヌ
ル

ハ
チ
の
家
臣
た
ち
を
指
す
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
、

清
朝
の
文
献
で
は
ホ
ト
ア
ラ
城
時
代
に
も
醤
老
城
時
代
と
同
じ
よ
う
に
、

ヌ
ル

ハ

(ロ)

チ
の
家
臣
が
各
地
の
要
虚
に
駐
屯
し
て
い
た
記
事
が
数
多
く
あ
り
、
そ
れ
を
間
接
的
に
裏
づ
け
て
い
る
。
ヌ
ル
ハ
チ
初
期
の
都
城
は
、

ジ
ャ
イ

フ
ィ
ヤ
ン
城
と
サ
ル
フ
城
も
含
め
て
、

み
な
同
一
の
都
市
プ
ラ
ン
に
従
っ
て
築
か
れ
た
と
推
測
で
き
る
。

強
大
を
誇
っ
て
い
た
ハ
ダ
、

ホ
J
a

フ
ァ、

ウ
ラ
な
ど
の
諸
園
を
滅
し、

ま
た
地
方
の
弱
小
勢
力
を
併
せ
て
、

そ
の
結
果
マ
ン
ジ
ュ
園
の
人
口
は
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さ
て
、
奮
老
城
か
ら
繍
く
サ

ル
フ
城
の
時
代
に
か
け
て
は
、

マ
ン
ジ
品
園
の
勢
威
、
が
東
北
地
区
で
大
い
に
伸
長
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。

嘗
時

急
激
に
膨
張
し
た
。
も
し
、
彼
ら
に
故
郷
に
そ
の
ま
ま
留
ま
っ
て
生
活
す
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
、
蓄
老
城
時
代
の
よ
う
な
統
治
形
態
を
維
持
す

る
こ
と
は
遅
か
れ
早
か
れ
困
難
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
家
臣
の
集
住
政
策
を
績
け
る
か
ぎ
り
、

一
般
人
民
は
都
城
の
ま
わ
り
数
日
行
程
の
範
園
に

居
住
す
る
こ
と
が
墓
ま
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヌ
ル
ハ
チ
は
集
佳
政
策
を
行
な
う
前
提
と
し
て
、
早
く
か
ら
新
附
の
民
に
射
し
て
移
住
政

策
を
強
行
し
て
い
る
。
自
ら
す
す
ん
で
蹄
順
し
た
も
の
も
武
力
に
よ
っ
て
屈
服
し
た
も
の
も
、

み
な
い
ち
よ
う
に
住
み
な
れ
た
故
郷
を
棄
て
て

ヌ
ル
ハ
チ
の
支
配
地
域
に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ヌ
ル
ハ
チ
は
一
五
八
三
年
に
ニ
カ
ン
・
ワ
イ
ラ
ン
に
劃
し
て
復
讐
の
兵
を
あ
げ
て
以
来
、
各
地
の
有
力
者
と
結
ん
で
勢
力
の
横
充
に

つ
と
め

(
日
)

て
い
る
が
、
嘗
時
は
ま
だ
人
民
に
劃
し
て
移
住
政
策
を
行
な
う
だ
け
の
寅
力
は
な
か

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、

一
五
八
六
年
に
ニ
カ
ン
・
ワ
イ
ラ
ン

を
討
ち
そ
し
て
翌
年
に
嘗
老
城
を
築
城
し
た
こ
ろ
か
ら
、
蹄
順
す
る
も
の
が
し
だ
い
に
ふ
え
て
く
る
。
こ
と
に

一
五
八
八
年
に
ブ
イ
ヨ
ン
ド
ン
、



フ
ル
ガ
ン
が
一
一
族
を
あ
げ
て
帰
順
し
て
よ
り
、
各
地
の
有
力
な
一
族
や
個
人
の
中
に
も
す
す
ん
で
ヌ
ル
ハ
チ
に
従
う
も
の
が
あ
ら
わ

れ
た
。
ま
た
ハ
ダ
や
ウ
ラ
な
ど
敵
園
を
脱
し
て
逃
げ
て
来
た
も
の
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
ギ
ス
ハ
は
初
め
一
族
と
故
郷
を
棄
て
て
ウ
ラ
に
投
じ

(
H
H
)
 

な
が
ら
、
や
が
て
ウ
ラ
を
裏
切
っ
て
ヌ
ル
ハ
チ
に
従
っ
た
。
彼
ら
の
一
部
は
ま
も
な
く
故
郷
へ
戻
っ
て
行
っ
た
が
、
大
部
分
の
も
の
は
故
郷
へ

(

日

〉

は
鯖
ら
ず
そ
の
ま
ま
マ
ン
ジ
ュ
圏
内
に
留
ま
っ
て
い
る
。
『
満
文
老
槍
』
や
『
満
洲
貫
録
』
、
『
八
旗
遁
志
初
集
』
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
故

〈

時

)

郷
を
去
っ
て
移
住
し
て
来
た
人
び
と
の
例
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。
ヌ
ル
ハ
チ
は
さ
ら
に
武
力
で
討
伐
し
た
諸
園
の
遣
民
も
戦
い
の
あ
と

ホ
ホ
リ
、

圏
内
に
強
制
移
住
さ
せ
て
い
る
。
弱
小
勢
力
は
言
う
に
及
ば
ず
、

(

げ

〉

る
こ
と
を
認
め
ず
、
彼
ら
を
マ
ン
ジ
ュ
圏
内
に
移
し
た
。

ハダ、

ホ
イ
フ
ァ
、

ウ
ラ
な
ど
の
強
圏
の
場
合
に
も
そ
の
人
民
が
故
郷
に
残

ハ
ダ
を
例
に
と
る
と
、

ヌ
ル
ハ
チ
は
一
五
九
九
年
に
ハ
ダ
園
を
滅
し
て
そ
の
遣
民
を

移
し
た
が
、
明
の
干
渉
に
あ
っ
て
い
っ
た
ん
彼
ら
を
蓄
ハ
ダ
領
内
に
掃
還
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
故
郷
に
戻
っ
た
ハ
ダ
の
遺
民
を
エ
ホ
が
投
致
し

(
時
)

た
の
で
、
ヌ
ル
ハ
チ
は
怒
っ
て
ふ
た
た
び
彼
ら
を
マ
ン
ジ
ュ
圏
内
に
連
れ
戻
し
た
と
い
う
。
彼
は
移
住
し
て
き
た
も
の
を
ニ
ル
に
組
織
し
て
旗

(ω〉

地
を
輿
え
る
一
方
、
移
住
の
の
ち
数
年
聞
は
各
役
な
ど
を
兎
除
し
て
保
護
し
て
い
る
。
ヌ
ル
ハ
チ
が
新
附
の
民
を
ど
の
地
方
に
置
い
た
の
か
、

(
却
)

そ
れ
を
述
べ
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
彼
の
都
市
政
策
か
ら
考
え
て
、
都
城
の
周
圏
に
居
住
さ
せ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
彼
ら
も
数
年
た

-109ー

て
ば
や
が
て
優
遇
期
聞
が
移
り
、

一
般
園
民
と
同
じ
兵
役
な
ど
の
負
措
を
課
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ヌ
ル
ハ
チ
は
天
命
六
年
三
六
二
一
〉
に
サ
ル
フ
城
か
ら
遼
陽
城
に
遷
都
す
る
。
翌
年
に
は
さ
ら
に
東

京
城
、
繍
く
天
命
十
年
(
一
六
二
五
〉
に
は
溶
陽
城
へ
と
輔
々
と
み
や
こ
を
遷
す
c

言
う
ま
で
も
な
く
、
東
京
城
の
ほ
か
は
遼
陽
、
溶
陽
と
も
に

明
の
故
城
を
利
用
し
て
み
や
こ
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
漢
族
も
嘗
然
に
都
城
の
住
民
と
な
っ
た
が
、
ヌ
ル
ハ
チ
の
都
市
政
策
は
基
本
的
な
黙

で
は
こ
の
時
代
に
も
獲
わ
ら
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
論
誼
し
て
き
た
よ
う
に
、

明
攻
略
が
進
捗
し
た
の
に
と
も
な
い
、

マ
ン
ジ
ム
園
で
は
中
心
に
あ
る

都
棋
と
そ
の
周
囲
に
配
さ
れ
た
数
多
く
の
村
落
と
は
一
つ
の
有
機
鐙
の
よ
う
に
政
治
的
に
結
合
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
も
し
遷
都
の
距
離
が
大

き
く
な
れ
ば
、
都
城
に
住
む
ヌ
ル
ハ
チ
や
家
臣
が
移
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
村
落
の
住
民
も
い
っ
し
ょ
に
移
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

675 

た
。
極
端
な
こ
と
を
言
え
ば
、
圏
全
鐙
が
そ
っ
く
り
別
の
地
方
へ
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
遼
東
城
に
遷
都
し
て
以
後
、
満
洲
族
が
大
事
し
て
遼
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し
か
も
都
城
の
周
囲
に
旗
地
が
集
中
し
た
事
貨
は
、
そ
れ
が
貫
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う

(
幻
)

に
、
遼
東
進
出
後
も
家
臣
に
削
到
す
る
集
住
政
策
は
引
き
摺
き
行
な
わ
れ
て
い
た
。

申
忠
一
が
目
撃
し
た
都
域
内
に
住
む
武
将
た
ち
は
、
清
朝
の
満
洲
語
文
献
で
は
ア

ン
バ
ン
と
ニ
ル
の
エ

ジ
ェ
ン

に
一該
賞
す
る
。
ア
ン
バ
ン

は

も
と
も
と
地
方
の
濁
立
的
な
豪
族
の
こ
と
を
意
味
し
た
が
、
彼
ら
は
集
住
政
策
に
よ
っ
て
都
城
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
ち
も
ア

ン
バ
ン

東
地
方
へ
進
出
し
、

れと
て呼
い(ば
た怒れ
。 て

し、

る

ア
ン
バ

ン
と
ニ
ル
の
エ
ジ
品

ン
は
圏
一
境
防
衛
や
特
別
の
要
件
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
都
城
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
巌
禁
さ

お
そ
ら
く
彼
が
濁
創
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
十
六
世
紀
後
傘
に
な

っ
て
明
と
の
園
境
附
近
に
勃
興
し
た

他
の
満
洲
族
諸
闘
で
も
、
類
似
の
政
策
を
行
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
た
と
え
ば
、

都
城
の
様
式
に
つ
い
て
ハ
ダ
城
の
み
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
ホ
イ
フ
ァ
そ
れ
に
ウ
ラ
、
エ
ホ
の
都
城
は
奮
老
城
な
ど
と
よ
く
似
た
内
城
と
外
城
の
構
造
を
も

っ
て
い
た
。

ホ
イ
フ

ァ
は
マ
ン
ジ
ュ
園

(

お

)

と
の
戦
い
を
ま
え
に
三
層
の
城
を
築
い
た
が
、
近
年
の
裂
掘
に
よ
っ
て
ホ
イ
フ
ァ
城
は
内
城
と
外
城
あ
わ
せ
て
三
つ
の
匿
劃
か
ら
で
き
て
い
た

(
M
〉

(

お

)

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ラ
誠
に

つ
い
て
も
内
城
と
外
城
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
献
か
ら
知
ら
れ
る
が
、
最
近
の
護
掘
に

(

お

)

よ
っ
て
も
ウ
ラ
城
が
内
城
と
外
城
か
ら
な
り
、
内
城
の
中
央
に
は
さ
ら
に
小
城
が
築
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
エ
ホ
の
東

〈

幻

〉

城
に
し
て
も
山
頂
に
築
か
れ
た
内
城
と
山
す
そ
の
外
城
か
ら
な
っ
て
お
り
、
内
部
は
す
べ
て
四
匡
劃
に
分
割
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
う
し
て

ヌ
ル
ハ
チ
の
統
治
政
策
は
、

-110ー

十
六
世
紀
の
満
洲
族
諸
園
家
で
は
、
内
城
と
外
城
か
ら
な
る
様
式
の
都
城
が

一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
ホ
イ
フ
ァ
や
ウ
ラ
、

エ
ホ
な
ど
に
お
い
て
も
家
臣
の
集
住
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
に
直
接
答
え
て
く
れ

る
史
料
は
な
い
が
、
た
だ
『
減
文
老
楢
』

の
中
に
ホ
イ
フ
ァ
や
ウ
ラ
で
ア
ン
パ
ン
が
「
ガ
シ

ャ
ン
」
に
住
ん
で
い
た
こ
と
を
述
べ
た
記
事
が
あ

(
お
)

る
。
「
ガ
シ
ャ
ン
」
と
は
ふ
つ
う
都
城
に
劃
す
る
村
落
を
一
意
味
す
る
と
さ
れ
る
が
、
『
揃
文
老
楢
』
で
は
都
域
内
部
の
居
住
地
域
を
表
わ
す
用
例

(
m
m〉

も
多
い
。
こ
の
場
合
も
後
者
の
例
で
あ
る
。
都
城
の
様
式
と
都
域
内
に
ア

ン
パ
ン
が
居
住
し
て
い
た
事
賓
と
に
よ
っ

て
、
ホ
イ
フ
ァ
な
ど
で
も

集
住
政
策
を
寅
施
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。



以
上
の
よ
う
な
満
洲
族
の
統
治
政
策
は
、
十
六
世
紀
後
半
の
東
北
に
お
け
る
政
治
情
勢
主
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
嘉
靖
年
聞
に
明
が
財

政
難
か
ら
女
直
(
満
洲
族
〉
に
劃
す
る
朝
貢
政
策
を
改
め
て
毎
年
の
朝
貢
の
紹
調
教
を
制
限
し
た
た
め
に
、
そ
の
の
ち
彼
ら
の
あ
い
だ
で
朝
貢

(ω〉

に
必
要
な
敷
書
を
め
ぐ
っ
て
寅
力
に
よ
る
激
し
い
争
奪
戦
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
首
時
の
満
洲
族
諸
園
は
敵
圏
の
脅
威
に
封
抗
し
て
た
え
ず

警
戒
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
家
臣
に
劃
す
る
集
住
政
策
も
も
っ
ぱ
ら
軍
事
的
な
観
貼
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
主
要
な
軍
事
力
と
行

政
機
能
を
都
城
広
集
中
す
る
た
め
に
創
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ヌ
ル
ハ

一チ
の
マ
ン
ジ
ュ
園
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

第
二
章

世
職
制
度
と
八
旗
制
度
の
関
係

第
一
節

天
命
五
年
制
定
の
武
官
(
世
職
〉
制
度

本
一
章
で
一は
世
職
制
度
と
八
旗
制
度
と
の
関
係
お
よ
び
世
職
制
度
の
襲
遷
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

八
旗
制
度
の
起
源
が
い
つ
か
い
ま
だ
決
定
的
な
論
誼
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ヌ
ル
ハ
チ
が
早
い
時
期
か
ら
ニ
ル
を
組
織
し
て
い
た

さ
て
、

こ
と
は
疑
い
な
い
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
満
文
老
楢
』
や
『
満
洲
寅
鍛
』
に
し
て
も
あ
る
い
は
『
清
貫
録
』
に
し
て
も
、
八
旗
制
度
の
グ

メ
イ
レ
ン
の
エ
ジ
ェ
ン
(
梅
勅
額
員
)
、
-
五
一
一
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
(
牛
長
額
呉
1
天
聴
以
降
ジ
ャ
ラ
γ
の
エ
ジ
ェ
ン
(
甲
捌

サ
の
エ
ジ
ェ
ン
(
固
山
額
岡
県
〉
、

額
員
〉
〉
、
ニ
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
と
い
う
官
名
を
見
つ
け
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
ヌ
ル
ハ
チ
の
家
臣
は
初
め
ア
ン
パ

ン
(
大
臣
、
終
〉
と
か
ヒ
ヤ
(
侍
衛
)
、
ジ
ャ
ル
グ
チ
(
礼
爾
国
費
〉
な
ど
の
稽
競
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。

降
に
は
こ
う
し
た
稽
競
も
少
な
く
な
っ
て
、
か
わ
っ
て
組
兵
官
、
、
副
将
、
参
持
、
遊
撃
、
備
禦
と
い
う
中
園
式
の
武
官
が
あ
ら
わ
れ
、
家
臣
の

肩
書
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
に
統
一
さ
れ
て
し
ま
う
感
が
あ
る
。
彼
ら
武
官
た
ち
の
そ
の
後
の
活
躍
は
め
ざ
ま
し
く
、
ヌ
ル
ハ
チ
時
代
後
期
の
軍
事
、

行
政
各
方
面
で
大
き
な
役
割
合
}
演
じ
た
。
清
初
の
文
献
中
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
の
よ
う
な
事
買
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
天
命
五
年
か
ら
穂
兵
官
以
下
の
武
宮
が
文
献
に
頻
出
す
る
の
は
、
同
年
三
月
己
卯
朔
に
貫
施
さ
れ
た
制
度
改
革
の
結
果
で
あ
る
。

そ
し
て
天
命
五
年
三
六
二

O
〉
以

677 
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『
清
貫
録
』
同
日
の
記
述
は
簡
潔
に
す
ぎ
る
た
め
に
文
意
を
つ
か
み
に
く
い
が
、

の
ち
の
紋
況
か
ら
考
え
て
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で

会
』
る
。
こ
の
目
、

村
、
太
租
ヌ
ル
ハ
チ
は
「
諸
臣
」
に
射
し
て
功
績
に
雁
じ
て
武
官
(
「
武
爵
」
)
を
興
え
た
。

そ
の
武
官
に
は
穂
兵
官
以
下
順
に
副
将
、

参
勝、

遊
撃
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
一
等
か
ら
三
等
ま
で
設
け
る
。

口
、
八
旗
の
ニ
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
た
ち
は
み
な
備
禦
に
任
ず
る
。
各
ニ
ル
に
は
千
穂
四
名
を
置
く
。
(備
禦
と
千
穂
は
遊
撃
の
下
に
績
く
。
)

と
い
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

こ
の
記
事
は
こ
れ
ま
で
八
旗
官
制
の
名
稿
嬰
更
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
確
か
に
、
後
牢
口
に
よ

っ
て
ニ
ル
の
エ
ジ
ェ

ン
が
備

(
引
品
〉

(
M
M
)

禦
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
楠
文
老
楢
』
に
「
ニ
ル
を
管
轄
す
る
備
禦
」
と
か
「
ニ
ル
を
領
催
す
る
備
禦
」
と
い
う
表
現
が

み
え
る
の
も
そ
れ
を
謹
明
す
る
。
だ
が
、
従
来
の
見
解
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
黙
が
あ
る
。
ま
ず
、
天
命
五
年
の
制
度
が
た
だ
八
旗
官
稽
の
費

。，u

更
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
麿
止
さ
れ
た
八
旗
官
稿
は
そ
の
の
ち
二
度
と
あ
ら
わ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
『
満
文
老
楢
』
な
ど
に
は
グ
サ
の

-
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
な
ど
の
官
名
が
引
き
繍
き
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
武
官
の
中
に
は
八
旗
官
を
粂
務
す
る
も
の

エ
ジ
ム
ン
、
五
ニ
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
、

(
お
)

も
い
る
。
次
に
、
そ
の
構
成
に
し
て
も
武
官
は
綿
兵
官
以
下
備
禦
ま
で
五
階
級
か
ら
な
る
の
に
射
し
て
、
八
旗
官
は
グ
サ
の
エ
ジ
ェ

ン
か
ら
ニ

ル
の
エ
ジ
ェ
ン
ま
で
四
段
階
し
か
な
い
。
八
旗
官
制
の
四
階
紐
は
こ
の
の
ち
も
移
始
蟹
わ
ら
ず
、
天
命
五
年
の
み
そ
れ
が
四
階
紐
か
ら
五
階
紐

に
編
成
費
え
に
な
っ
た
と
は
想
像
し
に
く
い
。
武
官
と
八
旗
官
と
は
た
が
い
に
別
の
組
織
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
前
半
付
に
言
う
「
諸
臣
」
と
は
、

一
睡
い
か
な
る
人
び
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
満
洲
貫
録
』
は
天
命
五
年
三
月
一
日
の
篠

に
『
清
貫
録
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
記
事
を
掲
げ
る
が
、
後
者
の
「
諸
臣
」
に
劃
し
て
は
「
ア
ン
パ
ン
(
た
ち
と

と
い
う
言
葉
を
あ
て
る
。
初

め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
清
初
の
満
洲
語
文
献
で
は
か
つ
て
ヌ
ル
ハ
チ
の
家
臣
が
兵
を
ひ
き
い
て
出
征
し
た
り
す
る
と
き
、
名
前
に
冠
す
る
肩

書
は
ア
ン
パ
ン
や
ヒ
ヤ
な
ど
の
稽
蹴
が
多
か
っ
た
が
、
天
命
五
年
を
境
に
し
て
武
官
が
ま
っ
た
く
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
恩
賞

の
授
輿
な
ど
に
し
て
も
最
初
は
ア
ン
パ
ン
の
等
紐
に
よ
っ
た
が
、
天
命
五
年
以
後
は
武
官
に
従
っ
て
差
を
も
う
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
責
は



み
な
天
命
五
年
の
制
度
で
ア
ン
バ
ン
た
ち
が
武
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
論
誼
か
ら
、
天
命
五
年
以
降
ア

Y
パ
ン
と
ニ
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
が
武
官
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
ア

ン
バ
ン

の
概
念
は
な
お
明
確
で
な
く
、
そ
の
た
め
に
ア
ン
パ
ン
と
八
旗
の
官
と
の
関
係
も
は

っ
き
り
し
な
い
。
そ
こ
で
『
満
文
老
槍
』
太
租
巻
一

O
天

(
川
叫
〉

命
四
年
六
月
の
僚
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
開
原
の
戦
い
の
後
に
輿
え
ら
れ
た
恩
賞
に
闘
す
る
記
事
で
、
ア
ン
バ
ン
を
分
析
的
に
述
べ
た

ほ
と
ん
ど
た
だ
一
つ
の
記
述
で
あ
る
。

付
、
第
一
等
の
ゲ
レ
シ
の
エ
ジ
ェ
ン
な
る
ア
ン
パ
γ
た
ち
:
・
、
第
二
等
の
グ
サ
の
エ
ジ
ェ
ン
な
る
ア
ン
パ

ン
た
ち
:
・
、

'第
三
等
の
ア
ン
パ

ン

た
ち
:
・
、
第
四
等
の
ア
ン
パ
ン
た
ち
:
・
、
第
五
等
の
ア
ン
バ
ン
た
ち
:
・
、
第
六
等
の
ア
ン
バ
ン
た
ち
・
:
、

口
、
第
七
等
の
ユ
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
た
ち
・
:
、
第
八
等
の
よ
り
す
ぐ
っ
た
パ
ヤ
ラ
の
兵
の
キ
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
た
ち
と
ニ
ル
の
ジ
ャ
γ
ギ
ン
た

ち・・・。

こ
れ
に
よ
る
と
、
付
の
第
一
等
か
ら
第
六
等
ま
で
は
ア
ン
パ
ン
と
稽
す
る
が
、
同
の
第
七
等
以
下
は
ア

ン
バ
ン
と
は
呼
ば
な
い
。
明
ら
か
に
付

が
ア

γ
パ
ン
の
序
列
で
あ
る
の
に
射
し
て
、
同
は
ア
ン
バ
ン
以
下
の
ラ
ン
ク
で
あ
る
。
ま
た
ア
ン
パ
ン
と
ア

ン
パ
ン
以
下
の
も
の
と
の
あ
い
だ

が
ニ
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
を
境
に
し
て
匡
分
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
天
命
五
年
制
と
ま
っ
た
く

一
致
し
て
い
る
。
ま
ず
、

第

一
等
ア
ン
バ
ン
の
ゲ
レ
ン

の
エ
ジ
ェ
ン
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
史
料
に
あ
ま
り
あ
ら
わ
れ
ず
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
そ
の
序
列
は
大
桂
ベ
イ
レ
の
下
で
グ
サ
の
エ
ジ
ェ
ン

(

お

)

の
上
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
、
こ
の
記
述
に
問
題
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
第

一
等
ア
ン
パ
ン
の
具
瞳
例
と
し
て
は
、
有
名
な
五

(
お
)

大
臣
を
す
ぐ
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
大
臣
は
ヌ
ル
ハ
チ
を
補
佐
す
る
重
要
な
地
位
で
、
し
か
も
そ
の
創
設
は
か
な
り
早
い
。
五
大
臣
は

(
釘
〉

あ
る
い
は
ゲ
レ
ン
の
エ
ジ
ェ
ン
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
ば
ら
く
後
考
に
ま
ち
た
い
。
次
に
第
二
等
ア
ン
バ

ン
で
あ
る
グ
サ
の
エ
ジ

ェ
ン
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
八
旗
官
の

一
つ
で
あ
る
。
第
三
等
ア
ン
バ
ン
か
ら
第
六
等
ア
ン
パ
ン
ま
で
は
何
も
説
明
が
な
い
が
、
八
旗
官
の
メ

イ
レ
ン
の
エ
ジ
ェ
γ
と
五
ニ
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
は
大
憧
こ
の
ラ
ン
ク
に
位
置
附
け
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
『
満
文
老
楢
』
で
は
メ
イ
レ
ン
の
エ
ジ

(
叩
叫
〉

エ
ン
や
五
ニ
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
に
劃
し
て
も
ア
ン
パ
ン
と
呼
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
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こ
れ
に
よ
っ
て
ア
ン
バ
ン
の
構
成
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
た
。
八
旗
官
は
ア

ン
パ
ン
た
ち
の
一
一
部
に
し
か
す
、
ぎ
ず
、
ア
ン
バ
ン
の
中
に
は

八
旗
官
以
外
に
も
多
く
の
家
臣
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
、

ア
ン
パ
ン
の
概
念
を
巌
密
に
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
構
成

か
ら
み
て
ア
ン
パ
ン
が
政
治
、
軍
事
に
大
き
な
力
を
も
っ
上
級
の
家
臣
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
天
命
五
年
の
改
革
は
、

こ
の
ア
ン
パ
ン
た
ち
と
そ
し
て
ア
ソ
パ
ン
と
は
身
分
的
に
医
別
さ
れ
る
ニ
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
以
下
の
も
の
た
ち
家
臣
全
瞳
を
統
一
的
な
武
官
制
度

に
組
織
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
節

世
職
制
度
の
嬰
遷

最
後
に
天
命
五
年
以
降
の
武
官
の
嬰
遷
に
つ
い
て
調
べ
て
お
こ
う
。
天
聴
八
年
三
六
コ
一四
〉
四
月
辛
酉
に
は
ふ
た
た
び
武
官
の
名
稽
が
嬰
更

に
な
っ
た
。
武
官
と
八
旗
官
制
が
混
同
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
は
、
こ
の
改
革
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
例
に
よ
っ
て
『
清
貫
録
』
同
日
の
記

付
、
五
備
禦
の
組
丘
(
官
は
一
等
公
と
す
る
。
組
丘
ハ
官
は
ア
ン
バ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
(
昂
邦
軍
京
)
、
副
絡
は
メ
イ
レ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
(
梅
勅

牽
京
〉
と
名
稿
を
襲
え
そ
れ
ぞ
れ
一
紘
一寸
か
ら
三
等
ま
で
設
け
た
。
ま
た

一
等
と
二
等
参
絡
は

一
等
と
二
等
ジ
ャ
ラ
ン

の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
ハ
甲
痢

牽
京
)
、
遊
撃
は
三
等
ジ
ャ
ラ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
、
備
禦
は
ニ
ル
の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
と
雛
わ
っ
た
。
・
:

口
、
同
時
に
、
八
旗
を
管
轄
す
る
も
の
は
「
官
職
」
に
か
か
わ
ら
ず
、
旗
を
管
轄
す
る
も
の
は
グ
サ
の
エ
ジ
ェ
ン
と
し
、
メ
イ
レ
ン
の
場
合

-114一

述
を
整
理
す
る
と
、

に
は
メ
イ
レ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
、

ジ
ャ
ラ
ン
の
場
合
は
ジ
ャ
ラ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ

γ
、

一
ル
の
場
合
は
ニ
ル
の
ジ
ャ
ン
ギ

γ
と
呼
ん
だ
。

と
い
う
。
付
は
武
官
の
名
稽
が
中
閤
語
か
ら
揃
洲
語
に
襲
わ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
参
賂
と
遊
撃
二
階
級
の
全
部
で

六
ラ
ン
ク
が
ジ
ャ
ラ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
の
三
ラ
ン
ク
に
編
成
し
な
お
さ
れ
た
黙
で
あ
る
。
本
文
に
は
三
等
参
終
に
つ
い
て
説
明
が
な
い
が
、
そ

れ
は
三
等
ジ
ャ
ラ
ソ
の
ジ
ャ
ン
ギ

γ
に
襲
わ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
武
官
は
五
階
級
か
ら
四
階
紐
に
な
っ
た
。
一
方
、
口
は
八

旗
の
官
穏
を
襲
え
た
こ
と
、
そ
し
て
「
官
職
」
す
な
わ
ち
武
官
と
開
係
な
く
八
旗
を
管
轄
す
る
も
の
は
八
旗
の
官
穏
で
呼
ん
だ
こ
と
を
言
う
。



天
聴
八
年
の
改
革
の
結
果
、
武
官
と
八
旗
官
と
は
最
上
位
の
ア
ン
パ
ン
の
ジ
ャ

γ
ギ
ン
と
グ
サ
の
エ
ジ
ェ

ン
を
除
い
て、

メ
イ
レ
ソ
の
ジ
ャ
ン

ギ
ン
、
ジ
ャ
ヲ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
、

ユ
ル
の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
は
た
が
い
に
共
通
と
な
っ
た
。
従
来
武
官
と
八
旗
官
が
混
同
さ
れ
た
の
は
こ
の
た
め

で
あ
る
。

武
官
と
八
旗
官
は
入
開
後
も
名
稽
の
襲
更
を
繰
り
返
し
て
い
る

0
1

『
清
貫
録
』
順
治
四
年
ハ
一
六
四
七
〉
十
二
月
甲
申
の
僚
に
よ
れ
ば
、
F

武
官

の
ア
ン
パ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
は
ジ
ン
キ
ニ
・
ハ
フ
ァ
ン
ハ
精
奇
尼
恰
番
〉
と
改
め
、

メ
イ
レ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
は
ア
ス
ハ
ニ
・
ハ
フ
ァ
ン
ハ
阿
思

恰
尼
恰
番
〉
、
ジ
ャ
ラ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
ソ
は
ア
ダ
ハ
・
ハ
フ
ァ

ン
ハ
阿
達
恰
恰
番
〉
、
ニ

ル
の
ジ

ャ
ン
ギ
ン
は
バ
イ
タ
ラ
プ

レ
・
ハ

フ
ァ
ン
ハ
奔
他
劇

布
勧
M
F
口
番
〉
、
さ
ら
に
牢
箇
前
程
は
ト
ゥ
ワ
シ
ャ
ラ
・
ハ
フ

ァ
ン
〈
抱
沙
刺
恰
番
〉
と
そ
れ
ぞ
れ
改
め
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
八
旗
官
は
そ
の
ま
ま
で

嬰
更
は
な
か
っ
た
。
順
治
四
年
以
降
は
武
官
と
八
旗
官
は
名
稽
が
た
が
い
に
濁
自
の
も
の
と
な
っ
て
、

は
っ
き
り
と
匡
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た。

-115ー

順
治
十
七
年
三
六
六
O
〉
三
月
甲
成
に
八
旗
官
は
満
洲
語
官
名
と
と
も
に
中
園
語
官
名
も
併
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
グ
サ
の
エ
ジ
ェ
ン
に
劃

し
て
は
都
統
、
メ
イ
レ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
は
副
都
統
、
ジ
ャ
ラ
ン
の
ジ
+
ン
ギ
ン
は
参
領
、
ニ
ル
の
ジ
ャ

γ
ギ
ン

は
佐
領
と
い
う
官
名
を
新
し

(

m
却
〉

く
採
用
し
た
。
都
統
以
下
の
中
園
語
官
名
が
清
朝
を
通
じ
て

一
般
に
使
わ
れ
た
こ
と
は
、

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

順
治
十
七
年
に
い
た

っ
て、

八
旗
官
制
は
最
終
的
な
完
成
を
み
た
の
で
あ
る
。

乾
隆
元
年
三
七
三
六
〉
七
月
戊
申
に
な
っ
て
、
武
官
の
満
洲
語
名
に
中
園
語
需
を
附
け
た
。

ジ
ン
キ
ニ

・ハ

フ
ァ
ン
は
子
爵
と
し
、
ア
ス
ハ

ニ
・
ハ
フ
ァ
ン
は
男
爵
に
、
ア
ダ
ハ
・
ハ
フ
ァ
ン
は
軽
率
都
尉
に
、
パ
イ
タ
ラ
プ
レ

・
ハ
フ
ァ
ン

は
騎
都
尉
、
ト

ゥ
ワ
シ
ャ
ラ

・
ハ
フ
ァ
ン
は

ハ川相〉

(
H
U
)

雲
騎
尉
と
詳
さ
れ
た
。
順
治
元
年
三
六
四
四
〉
十
月
甲
子
に
は
す
で
に
公
、
侯
、
伯
三
爵
が
も
う
け
ら
れ
て
お
り
、
乾
隆
元
年
に
子
爵
以
下
の

爵
位
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
清
朝
の
五
等
爵
は
完
全
な
睡
裁
を
と
と
の
え
た
。

こ
れ
か
ら
あ
と
武
官
組
織
は
清
朝
の
用
語
に
従
っ
て
世
職
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
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第
三
章

天
命
年
聞
の
世
職
制
度

第
一
節

世
職
制
度
の
意
義

さ
て
、
『
満
文
老
槌
』
や
『
満
洲
貫
録
』
に
は
天
命
五
年
以
前
に
世
職
官
が
存
在
し
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
八
旗
逼
志
初
集
』

で
は
天
命
以
前
か
ら
世
職
が
あ
ら
わ
れ
る
。
清
朝
の
俸
記
文
献
の
大
多
数
が
乾
隆
元
年
の
五
等
爵
に
よ

っ
て
ま
え
の
時
代
の
世
職
ま
で
す
べ

て

書
き
改
め
る
の
に
射
し
て
、
『
八
旗
逼
志
初
集
』
は
世
職
を
蛍
時
の
呼
稽
そ
の
ま
ま
で
表
現
す
る
。
し
か
も
職
名
に

「世
職
」
(
王
国
ロ
号
同
門
る

と

い
う
文
字
を
附
け
加
え
る
の
で
、
天
聴
八
年
以
降
一
時
世
職
と
八
旗
官
の
名
稽
が
部
分
的
に
共
通
に
な

っ
た
際
に
も
、
雨
者
の
遣
い
を
明
確
に

識
別
で
き
る
。
そ
こ
で
『
八
旗
遁
志
初
集
』
か
ら
天
命
建
元
以
前
の
世
職
任
命
に
闘
す
る
記
録
を
拾
い
出
す
と
、
次
の
よ
う
な
例
が
見
つ
か
る
。

(
的
制
〉

J

ジ
ャ
チ
パ
と
ア

ル
ド
ゥ
シ
ャ
ン
は
一
六

O
七
年
に
備
禦
に
任
命
さ
れ
た
し
、
ジ
ャ
イ
サ
も
一
六
一
三
年
に
備
禦
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

no 

天
命
元
年
か
ら
天
命
四
年
に
か
け
て
の
任
命
例
も
多
い
。

ウ
パ
ハ

イ
は
天
命
三
年
三
六
一
入
〉

に
備
禦
に
任
ぜ
ら
れ
た
し
、

ジ
ャ
イ
サ
ン

・
グ

(
m
w〉

エ
ン
と
シ
ュ
サ
イ
も
天
命
四
年
に
そ
れ
ぞ
れ
三
等
副
賂
と
備
禦
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。『
八
旗
通
志
初
集
』
に
は
天
命
五
年
以
前
と
考
え
ら
れ

る
世
職
の
例
が
こ
の
ほ
か
に
も
ま
だ
か
な
り
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
任
命
の
年
次
が
確
寅
な
も
の
だ
け
に
か
ぎ
っ
た
。

『
八
旗
遁
志
初
集
』
で
は
世
職
の
起
源
が
天
命
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
の
に
射
し
て
、
『
満
文
老
橋
』
な
ど
で
は
な
ぜ
嘗
時
の
世
職
の
例
が
見
つ

か
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
じ
つ
は
『
満
文
老
槌
』
に
も
天
命
元
年
の
世
職
に
つ
い
て
の
記
録
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『
瀬
文

老
楢
』
巻
六
二
の
論
功
行
賞
の
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
嘗
時
の
世
職
官
の
名
ま
え
が
多
数
あ
が
っ
て
い
る
。
『
浦
文
老
楢
』
は
そ
れ
を
天
命

(

H

H

)

(

必
)

九
年
に
か
け
る
が
、

貫
際
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
天
命
元
年
と
す
る
の
が
正
し
い
。
世
職
制
度
の
起
源
が
天
命
五
年
よ
り
ま
え
に
あ
る
こ
と
は

確
買
で
あ
る
。
た
だ
、
首
時
の
世
職
制
は
そ
れ
ほ
ど
整
備
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
ま
た
世
職
に
任
命
さ
れ
た
人
び
と
も
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
た
め

に
、
世
職
官
が
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
あ
ろ
う
。



天
命
五
年
ヌ
ル
ハ
ヂ
は
、

J

以
前
か
ら
存
在
し
た
世
職
制
度
を
援
充
し
て
す
べ
て
の
ア
ン
バ
ン
と
ニ
ル
の
エ
ジ
ェ
ン
を
世
職
官
に
組
織
し
た
。

そ
の
際
ア
ン
パ
ン
た
ち
が
そ
れ
ま
で
の
功
績
を
考
慮
さ
れ
て
世
職
を
授
興
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
現
存
の
人
び
と
ば
か
り
で
な
く
、

す
で
に
故
人
と
な
っ
た
功
臣
た
ち
に
も
世
職
を
贈
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
イ
ェ
チ
ェ

ン
は
ハ
ダ
と
の
戦
い
で
捕
虜
と
な
っ
て
な
く
な
っ
た
が
、

天
命
六
年
間
二
月
に
備
禦
に
任
ぜ
ら
れ
、
の
ち
さ
ら
に
一
等
遊
撃
か
ら
参
絡
に
ま
で
昇
準
し
た
。
そ
し
て
子
孫
の
成
長
を
待
っ
て
世
職
を
継
承

(
必
〉

さ
せ
た
。
ま
た
シ
ラ
パ
は
か
つ
て
五
大
臣
の
一
人
で
あ
'っ
た
が
、
一
五
九
三
年
に
戦
死
し
た
の
で
三
等
参
賂
を
追
贈
し
て
長
子
ガ
ル
広
雄
が
せ

(
灯
)

て
い
る
。
シ
ラ
バ
に
つ
い
て
は
世
職
を
贈
っ
た
時
期
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
天
命
五
年
以
後
で
あ
ろ
う。

世
職
官
た
ち
は
清
初
の
軍
事
、
行
政
各
方
面
で
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。
彼
ら
が
貫
際
に
兵
を
ひ
き
い
て
遠
征
や
園
境
防
衛
に
活

躍
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
世
職
官
は
そ
の
階
級
に
従
っ
て
八
旗
の
兵
を
指
揮
し
た
。
『
満
文
老
橋
』
巻
七
六
、
七
七
ハ
無
年

(

必

〉

月
〉
に
牧
録
さ
れ
た
世
職
官
の
蓄
約
書
に
よ
る
と
、
綿
兵
官
、
一
副
将
、
参
勝
お
よ
び
遊
撃
、
備
禦
は
そ
れ
ぞ
れ
グ
サ
の
兵
、
ガ
ラ

ae
の
兵
、

ジ
ャ
ラ
ン
の
五
ニ
ル
の
兵
、
お
よ
び
ニ
ル
の
兵
を
ひ
き
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
下
位
の
も
の
は
上
位
者
の
統
率
に
従
う
こ
と
を
誓
っ

て
い
る
。

ま
た
世
職
官
の
中
に
は
軍
事
以
外
の
部
門
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
も
の
も
い
る
。
副
絡
の
ム
ン
ガ
ト
ゥ
は
主
と
し
て
農
政
部
門
を
措
嘗
し
旗

(
川
崎
)

地
針
策
で
大
い
に
貫
績
を
あ
げ
た
。
副
将
エ
ル
デ
ニ
や
遊
撃
ダ

ハ
イ
は
詔
教
の
起
草
や
書
籍
の
翻
詳
な
ど
も

つ
ば
ら
行
政
や
文
化
面
で
活
躍
し

(
回
)

た。
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世
職
官
は
任
命
さ
れ
た
ら
最
後
、
終
身
そ
の
地
位
、
を
保
護
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
で
質
績
を
あ
.け

れ
ば
、
そ
れ
に
鷹
じ
て
世
職
の
階
組
は
昇
進
す
る
。
、
逆
に
失
策
を
繰
り
、返
せ
ば
降
格
さ
れ
、
時
に
は
菟
職
に
な
る
場
合
も
あ
っ
た
。
J

世
職
制
度

に
お
い
て
は
世
職
と
賓
績
〈
功
績
)
と
は
卒
衡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
世
職
官
は
そ
の
階
級
に
従
っ
て
お
の
ず
と
序
列
化
さ
れ
た
。
天
命
五
年
以
降
世
職
官
に
関
係
す
る
儀
躍
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
世
職
の
品
級
に
よ
っ
て
差
が
も
う
け
ら
れ
た
。

天
命
六
年
七
月
に
は
世
職
官
の
躍
服
に
附
け
る
飾
り
が
位
に
鷹
じ
て
決
定
さ
れ

(

日

〉

(

臼

)

た
。
翌
年
正
月
に
は
世
職
官
の
行
到
が
準
備
で
き
る
小
旗
べ
傘
、
太
鼓
、
ラ
ッ
バ
、
笛
な
ど
の
教
を
定
め
、
さ
ら
に
翌
年
四
月
に
は
世
職
を
護

683 
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〈

臼

〉

衛
す
る
兵
士
数
を
決
め
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
世
職
の
上
下
で
数
に
差
が
あ
っ
た
。

ま
た
世
職
官
は
都
城
で
は
毎
日
朝
集
す
る
こ
と
を
義
務
附
け
ら
れ
て
い
た
。
朝
集
の
制
度
は
も
と
も
と
集
住
政
策
と
関
係
が
あ
っ
て
、
家
臣

が
無
断
で
都
城
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
チ
ェ

y

ク
す
る
目
的
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
起
源
は
天
命
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
首
時
の
朕
況
は
明

ら
か
で
な
い
。
天
命
五
年
以
降
は
世
職
制
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
毎
朝
ま
ず
ニ
ル
の
人
び
と
が
備
禦
の
役
所
に
朝
集
す

る
。
備
禦
は
ニ
ル
の
人
び
と
が
い
る
か
い
な
い
か
出
H

献
を
確
認
す
る
。
次
に
彼
ら
は
連
れ
立
っ
て
遊
態
と
参
絡
の
と
こ
ろ
に
朝
集
し
、
そ
れ
か

ら
副
賂
の
と
こ
ろ
、
そ
し
て
綿
兵
官
の
役
所
と
い
う
順
に
し
だ
い
に
下
位
者
か
ら
上
位
者
の
と
こ
ろ
へ
朝
集
に
行
き
、
同
じ
よ
う
に
出
依
の
確

(

臼

)

認
を
受
け
た
。
こ
の
よ
う
に
朝
集
制
度
に
よ
っ
て
世
職
の
上
位
者
が
下
位
の
も
の
を
監
視
し
統
率
し
て
い
た
の
で
あ
る。

ア
ン
バ
ン
た
ち
を
官
僚
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
天
命
建
元
前
後
の
マ
ン
ジ
ュ

天
命
五
年
に
ヌ
ル
ハ
チ
が
世
職
制
度
を
寅
施
し
た
目
的
は
、

固
に
あ
っ
て
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
地
位
は
ま
だ
絶
劉
的
な
も
の
と
は
言
え
ず

そ
の
た
め
に
彼
は
ア
ン
パ
ン
の
統
制
に
苦
慮
し
て
い
た
。
信
頼
の
厚

(

日

)

か
っ
た
五
大
臣
す
ら
、
時
に
は
人
臣
の
分
を
越
え
た
園
家
秩
序
を
凱
す
不
法
を
行
な
っ
た
。
ま
た
ア
ン
パ
ン
の
中
に
は
ヌ
ル
ハ
チ
と
よ
り
ベ
イ

(
日
)

レ
と
の
関
係
が
一

一
勝
親
密
な
も
の
も
い
る
。
園
家
建
設
を
す
す
め
る
た
め
に
は
ま
ず
、
ア
ン
パ

ン
を
官
僚
的
な
制
度
に
組
織
し
て
強
力
に
支
配
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す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

ま
た
世
職
制
度
の
買
施
に
よ
っ
て
ア
ン
パ
ン
以
外
か
ら
人
材
を
登
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
さ
て
圏
内
行
政
が
多
岐
、

複
雑
と
な
る

に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
多
く
の
人
材
が
必
要
と
な
っ
た
か
ら
、
ヌ
ル
ハ
チ
は
出
自
や
縁
故
に
か
か
わ
り
な
く
庚
く
祉
禽
全
瞳
か
ら
人
材
を
護
掘
し

(

幻

)

(

悶

叫

〉

ょ
う
と
努
力
し
た
。
し
か
し
そ
の
賀
行
は
容
易
で
な
く
、
待
遇
に
つ
い
て
不
満
を
も
つ
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
世
職
制
度
で
は
能
力
主
義

が
優
先
じ
た
か
ら
、
出
身
や
経
歴
と
は
関
係
な
く
功
績
し
だ
い
で
世
職
に
抜
擢
さ
れ
る
。
備
禦
以
下
の
も
の
で
も
遊
撃
以
上
に
昇
進
す
る
例
が

(

印

〉

し
ば
し
ば
見
え
る
。
イ
ェ
ク
シ
品
は
天
命
六
年
(
一
六
二
一
〉
に
備
禦
か
ら
二
等
参
特
に
任
命
さ
れ
た
し
、
カ
カ
ム
も
同
年
に
備
禦
か
ら
遊
態
に

〈

印

)

(
臼

)

昇
級
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
般
の
人
び
と
が
備
禦
を
輿
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
職
人
の
ア
ハ
ト
や
婦
人
に
劃
し
て
備
禦
を
興
え
て
い
る
。
ま

ハ
位
〉

た
か
つ
て
は
敵
で
あ
っ
た
も
の
で
も
世
職
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。



第
二
節

世
職
官
の
特
典

本
節
で
は
ヌ

ル
ハ
チ
が
世
職
官
に
興
え
た
恩
典
の
い
く
つ
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

最
初
に
菟
糧
の
特
権
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
通
読
に
よ
れ
ば
、
八
旗
の
社
丁
に
射
し
て
官
糧
を
菟
除
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
太
宗
ホ
ン
タ

ハ
臼
)

イ
ジ
以
後
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
天
命
十
一
年
九
月
に
世
職
官
に
品
級
に
従
っ
て
壮
丁
を
輿
え
た
際
、
そ
の
批
丁
分
の
官
糧
を
免
除
し
た

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
崇
徳
元
年
五
月
に
は
さ
ら
に
そ
れ
ら
批
丁
の
揺
役
を
免
除
し
た
と
い
う
。
免
役
制
度
前
崇
徳
元
年
か
ら
寅
施
さ
れ
た
こ
と

は
ほ
ぼ
誤
り
な
い
が
、

〈

臼

)
る。

し
か
し
菟
糧
制
の
起
源
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
漏
文
老
楢
』
太
租
巻
六
二
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

ハ
ン
が
言
っ
た
。
「
エ
イ
ド
ゥ
・
パ
ト
ゥ
ル
は
箪
濁
で
シ
デ
ル
ゲ
・
プ
ジ
ャ
γ
を
と
り
、
パ
ル
ダ
城
を
と

っ
た
。

サ
ク
ジ
ヤ
〈
地
方
〉
の
も
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ニ
マ
ラ
ン
城
で
は
先
鋒
で
攻
め
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
第
一
等
の
ア
ン
パ
ン
と
し
て
組
兵
官
の
世
職
を
輿
え

て
彼
自
身
、
子
、
孫
の
三
代
ま
で
百
人
の
俸
禄

gzu諸
国
を
食
ま
せ
る
。
ウ
ラ
の
大
圏
と
の
戦
い
で
兵
士
に
ま
か
せ
ず
自
ら
下
馬
し
て
徒

歩
で
先
鋒
に
な
っ
て
戦
い
、
そ
の
ウ
ラ
の
兵
を
破
っ
て
大
圏
を
滅
し
て
連
れ
て
き
た
。
」

あ
る
い
は
、

の
が
攻
め
て
き
た
の
を
破
り
、

ハ
ラ
は
代
子
副
将
で
三
等
遊
撃
の
俸
旅
十
二
人
ハ
を
奥
え
る
)
。

イ
レ
シ
ェ
ン
は
三
等
遊
撃
で
一
等
備
禦
の
俸
緑
十
人
ハ
を
輿
え
る
〉
。

(

邸

〉

、

I

〈

mm〉

な
ど
で
あ
る
。
満
洲
語

B
E
3ロ
の
語
源
は
中
園
語
の
「
銭
糧
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
俸
旅
と
い
う
一意
味
に
近
い
。
さ
ら
に
『
満

文
老
楢
』
巻
六
こ
か
ら
類
例
を
集
め
て
世
職
と
俸
旅
と
の
開
係
を
表
に
す
る
と
、
表
ー
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
数
字
は
太
宗
時
代
に
寅
施
さ
れ

て
い
た
ー菟
糧
数
と
大
慶
似
て
い
る
。
巻
六
二
の
俸
旅
は
ヌ
ル

ハ
チ
が
世
職
官
に
輿
え
た
克
糧
の
特
権
を
表
わ
す
と
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
八
旗
通
志
-
初
集
』
に
ほ
る
之
、

。
ス
ル
ド
タ
V
ず
は
一
足
九
一
ニ
ー年
の
ネ
イ
ェ

γ
め
戦
い
で
ジ
ャ
チ
バ
を
救
出
し
た
功
績
に
よ
り
十
丁
の
口
糧
を

685 
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世職官に射する菟糧壮丁数

『満文老構』巻62世職|菟糧鮭丁数 1(件数)11太宗天聴八年以降世職|菟糧仕丁数

第一等アンパソ 100 第 一 等 アンバ γ 100 

一 等 z: 48 

一 等 FιL 晶、 40 

アンパンのジャンギン 32 

メイレンのジャンギン 24 

等 参 勝〕

一 等 参 勝 22 (1) 
一

等 参 賂〕
ジャランのジャンギン 16 

一 等 遊 型選 16 (1) 

等 遊 撃〕

一 等 遊 撃 12 (2) 

一 等 備 i御~、 10 (13) 

一 等 備 禦 8 (3) ニルのジャンギ ン 8 
一

一 等 備 禦 6 (8) 

千 総 4 (2) 

表 1

(
m
w
)
 

免
除
さ
れ
た
と
い
う
。

ヌ
ル
ハ
チ
が
早
く
か

ら
功
臣
に
菟
糧
の
特
典
を
興
え
て
い
た
こ
と

は
こ
れ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
あ
げ

た
『
渦
文
老
捲
』
の
記
事
は
、

ヌ
ル
ハ

チ
時

代
の
菟
糧
制
度
に
閲
す
る
記
述
と
み
な
し
て

誤
り
な
い
だ
ろ
う。

と
こ
ろ
で

『
満
文
老
楢
』

巷
六
二
は
全
各

家
臣
の
論
功
行
賞
に
閲
す
る
記
録
で
あ
る
。

〕で圏んだ世職は巻62にはあらわれない。

がヨた
あの
る(巻
が68六、、./-ー

に
も
や
は
り
論
功
~ 

IT 
賞
の
記
録
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そ
の
内
容
は
巻
六
二
と
ほ
と
ん

ど
重
複
し
て
い
る
。
内
容
の
関
連
性
か
ら
み

て
、
両
者
は
ほ
と
ん
ど
同
時
期
の
記
録
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
満
文
老
楢
』
は
巻
六
二

そと
の巻
年 六
次 三
tこ Vこ
っ 天
い命
て 九
は年
疑の
問自
が 次
あ(を
る向附
。す

こカ2
の 、

貼
に
つ
い
て
こ
こ
で
や
や
詳
し
く
検
討
し
て

み
よ
う
。

天
命
九
年
読
に
関
す
る
最
初
の
疑
問
は
、

註

行
賞
が
天
命
九
年

に
貫
施
さ
れ
た
に
し
て



と
も
遣
い
も
の
で
も
一
六
一
三
年
を
下
ら
な
い
。

は
、
論
功
の
劃
象
と
な
っ
た
戦
い
が
早
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。
『
満
文
老
楢
』
に
あ
げ
ら
れ
た
戦
争
は
い
ず
れ
も
満
洲
族
聞
の
も
の
で
、
も
っ

サ
ル
フ
以
後
の
明
と
の
戦
争
や
天
命
四
年
の
エ
ホ
と
の
戦
い
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
貼

が
大
慶
不
自
然
な
の
で
あ
る
。
問
題
の
論
功
行
賞
は
明
や
エ
ホ
と
の
戦
争
が
始
ま
る
ま
え
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
次
に
、
こ
の
と
き
の
論
功
行
賞
は
生
死
を
と
わ
ず
、
功
績
を
あ
げ
た
人
び
と
に
劃
し
て
行
な
わ
れ
た
。
も
し
そ
の
人
物
が
故
人
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
明
確
に
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が
エ
イ
ド
ゥ
の
死
に
つ
い
て
は
一
言
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
エ
イ
ド
ず
は
天
命
六
年
五
月
に
す
で
に
な
く
な

(

m
山
〉

っ
て
お
り
、
天
命
九
年
嘗
時
は
生
存
し
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
ハ
ラ
に
閲
し
て
も
、
彼
は
天
命
四
年
に
明
と
戦
っ
て
負
傷
し
そ
れ
が
原

〈

冗

〉

因
で
死
亡
し
て
い
る
。
従
っ
て
ハ
ラ
は
天
命
九
年
に
は
生
存
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
な
の
に
、
彼
が
故
人
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
。
こ
の
黙
も
不
自
然
で
あ
る
。
問
題
の
論
功
行
賞
ば
エ
イ
ド
ゥ
と
ハ
ラ
が
と
も
に
元
気
で
あ
っ
た
と
き
に
賓
施
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
れ
で
は
論
功
行
賞
の
年
次
に
つ
い
て
私
の
推
測
を
述
べ
て
み
た
い
。
私
が
論
議
と
す
る
の
は
、
『
鍾
糞
旗
鉦
枯
緑
民
弘
毅
公
家
譜
』
(
東
洋

文
庫
所
蔵
〉
と
い
う
エ
イ
ド
ゥ
家
の
家
譜
で
あ
る
。
こ
の
文
献
は
中
に
一
族
の
詳
し
い
俸
記
を
牧
め
て
お
り
、
そ
の
エ
イ
ド
ゥ
俸
に
決
定
的
な

記
述
が
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
そ
れ
を
却
持
出
し
て
み
よ
う
。

丙
辰
年
(
天
命
元
年
、

一
六
二
ハ
〉
に
太
組
高
皇
一
帝
が
即
位
し
、
-
初
め
て
制
度
を
定
め
官
職
を
も
う
け
、
五
大
臣
を
置
い
て
園
政
を
お
さ
め

さ
せ
た
。
公
(
エ
イ
ド
ザ
)
に
射
し
て
左
の
組
共
官
の
震
を
授
け
て
五
大
臣
の
位
に
列
せ
さ
せ
た
。
そ
し
て
孫
の
代
ま
で
百
人
の
俸
様
(
銭

糧
〉
を
食
む
よ
う
に
命
じ
た
。

こ
れ
は
初
め
に
述
べ
た
『
漏
文
老
楢
』
巻
六
二
中
の
エ
イ
ド
?
に
劃
す
る
論
功
行
賞
の
内
容
と
ま
っ
た
く
一
致
す
る
。
『
満
文
老
楢
』
の
エ
イ

ド
ゥ
の
記
事
は
思
賞
に
関
す
る
部
分
が
戦
功
を
教
え
る
途
中
に
割
り
込
ん
で
鐙
裁
が
少
し
お
か
し
い
が
、
そ
れ
は
何
か
混
蹴
が
あ
る
た
め
で
あ

ろ
う
。
以
上
に
よ
っ
て
私
は
巻
六
二
の
論
功
行
賞
は
寅
際
に
は
天
命
元
年
に
貫
施
さ
れ
た
と
推
定
す
る
。
従
っ
て
そ
の
世
職
も
天
命
元
年
嘗
時

687 
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の
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

と
こ
ろ
で
『
満
文
老
楢
』
巻
六
二
に
登
場
す
る
世
職
官
の
う
ち
敷
人
に
つ
い
て
は
特
定
で
き
る
の
で
、
『
漏
文
老
楢
』
の
世
職
と
『
八
旗
遁

志
初
集
』
中
の
位
職
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
天
命
元
年
と
い
う
私
の
推
定
年
次
が
安
首
で
あ
る
か
検
誼
し
て
み
よ
う
。

『
瓶
文
老
楢
』
に
よ
れ
ば
、
イ
レ
シ
ェ
γ
は
三
等
遊
撃
で
一
等
備
禦
の
俸
緑
十
人
分
を
興
え
ら
れ
た
と
い
う
。
『
八
旗
通
士
山
初
集
』
に
よ
る
と
、

(

花

)

彼
は
一
六

O
七
年
ご
ろ
備
禦
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
の
ち
に
明
と
戦
っ
て
功
績
を
あ
げ
三
等
参
絡
に
昇
進
し
て
い
る
。
イ
レ
シ
ェ
ン
が
三
等
遊
撃

と
な
っ
た
の
が
天
命
元
年
で
あ
れ
ば
、
『
尚
文
老
楢
』
巻
六
二
と
『
八
旗
通
士
山
初
集
』
と
は
矛
盾
し
な
い
。

(
向
日
〉

ダ
ジ
品
フ
は
代
子
副
賂
で
一
等
遊
撃
の
俸
旅
を
興
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
『
八
旗
遁
志
初
集
』
に
よ
れ
ば
、
彼
は
も
と
遊
撃
で
あ
っ

た
が
、

(
引
山
〉

シ
リ
ン
、
エ
ホ
、
ウ
ラ
な
ど
の
戦
い
で
功
績
を
た
て
て
三
等
副
将
に
特
進
し
た
と
い
う
。
世
職
の
代
子
は
ふ
つ
う
質
際
に
は
格
下
の
世
職
官
に

劃
し
て
慣
に
そ
の
世
職
を
授
け
る
場
合
に
使
う
。
ダ
ジ
ュ
フ
が
代
子
副
将
と
な
っ
た
の
が
天
命
元
年
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
『
八
旗
通
志
初
集
』

-122一

の
ダ
ジ
ュ
フ
の
鰹
歴
と
の
あ
い
だ
に
矛
盾
は
な
い
。

ハ
ラ
は
代
子
副
将
で
三
等
遊
撃
の
俸
職
を
え
た
。
『
八
旗
逼
志
初
集
』
に
よ
る
と
ハ
ラ
は
早
く
に
蹄
順
し
て
遊
撃
に
任
命
さ
れ
た
が
、
天
命

(

符

)

四
年
エ
ホ
と
の
戦
い
の
あ
と
副
絡
に
特
進
し
た
と
い
う
。
も
し
彼
が
代
子
副
絡
に
抜
擢
さ
れ
た
の
が
天
命
元
年
で
あ
れ
ば
、

二
つ
の
文
献
は
整

合
し
て
矛
盾
し
な
い
。

〈

祁

)

ニ
カ
リ
は
参
持
で
一
等
遊
撃
の
俸
融
を
興
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
『
八
旗
逼
志
初
集
』

は
ニ
カ
リ
が
一

六
O
九
年

ニ
ン
グ
タ
地
方
を
襲
っ
た

(

行

〉

ト
ゥ
レ
シ
ェ
ン
を
破
っ
て
、
そ
の
戦
功
に
よ
り
三
等
ジ
ャ
ラ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
ン
を
え
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、

三
等
ジ
ャ
ラ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
γ

は
天
聴
八
年
以
降
の
名
稿
で
あ
る
か
ら
三
等
参
絡
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
彼
が
天
命
元
年
に
参
絡
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
『
八
旗
通
志
初
集
』
と

矛
盾
は
し
な
い
。
以
上
四
人
の
世
職
に
闘
し
て
は
、
私
の
推
定
は
安
嘗
す
る
。

さ
て
、
『
瀬
文
老
檎
』
で
は
さ
ら
に
何
人
か
に
つ
い
て
も
世
職
が
知
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
彼
ら
の
世
職
の
年
次
を
確
か
め
る
こ
と
は
で

し
か
し
『
満
文
老
槍
』
各
六
二
が
天
命
元
年
の
記
事
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
世
職
官
に
制
到
す
る
菟
糧

r
:
、。

占
C
ナ
h

、hw



制
度
は
遅
く
と
も
天
命
元
年
に
は
貫
施
さ
れ
て
い
た
。
嘗
時
の
菟
糧
制
度
は
ヌ
ル
ハ
チ
時
代
を
通
じ
て
大
韓
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
た
と
推
測

さ
れ
る
。

ヌ
ル
ハ
チ
は
世
職
官
に
救
書
(
詰
命
〉
を
交
付
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
菟
罪
の
特
権
と
世
職
世
襲
の
権
利
を
保
誼
し
て
い
る
。
ま
ず
菟
罪
の
特

擢
と
は
刑
罰
を
菟
除
さ
れ
る
櫨
利
で
、
世
職
官
が
犯
罪
を
お
か
し
て
も
あ
ら
か
じ
め
教
書
に
保
護
さ
れ
た
範
圏
内
で
貫
際
の
刑
罰
を
ま
ぬ
が
れ

た
と
え
ば
線
兵
官
ヤ
ン
グ
リ
は
天
命
八
年
三

六
二
三
〉
五
月
に
え
た
教
書
に
よ
っ
て
、

過
失
で
死
罪
を
お
か
し
て
も
死
刑
を

〈
刊
同

)

ま
た
千
二
百
五
雨
ま
で
罰
金
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
を
保
護
さ
れ
た
。
こ
れ
に
射
し
て
下
位
の
世
職
官
は
罰
金
だ
け
菟
除
さ
れ
る
場

合
が
多
か
っ
た
。
刑
罰
と
は
い
っ
て
も
そ
の
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
死
刑
と
財
産
刑
の
二
種
類
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
菟
罪
の
特
権
は
世
職

官
本
人
ば
か
り
で
な
仁
家
族
に
ま
で
蹟
大
さ
れ
る
。
デ
ム
ト
ゥ
は
十
雨
の
罪
を
お
か
し
た
が
、
父
ウ
ネ
ゲ
の
菟
罪
特
権
の
お
か
げ
で
賞
際
に
は

(

乃

〉

十
雨
を
支
梯
う
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
た
。
こ
う
し
た
際
『
満
文
老
楢
』
で
は

「敷
書
の
功
を
創
る
」
と
い
う
表
現
が
頻
出
す
る
が
、
そ
れ
は
罪
を

る
こ
と
を
い
う
。

科
さ
れ
ず
、

お
か
し
た
世
職
官
の
教
書
の
数
字
を
罰
金
刑
の
分
だ
け
訂
正
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

ヌ
ル
ハ
チ
は
初
め
か
ら
世
職
官
に
世
襲
の
権
利
を
輿
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
満
文
老
槌
』
と
『
八
旗
通
志
初
集
』
に
は
子
孫
が
世
職
を

縫
承
し
た
例
は
き
わ
め
て
多
い
。
し
か
し
こ
の
時
代
に
世
襲
の
篠
件
や
限
度
に
つ
い
て
細
部
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

〈

卸

〉

そ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
次
の
太
宗
の
と
き
で
あ
る
。

-123ー

ιお

わ

り

以
上
、
天
命
年
聞
に
貫
施
さ
れ
た
世
職
制
度
の
意
義
を
研
究
し
た
。
世
職
制
度
を
八
旗
制
度
か
ら
概
念
的
に
分
離
す
る
と
い
う
本
稿
の
最
小

目
標
は
達
成
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
あ
ま
り
に
も
基
本
的
な
論
謹
に
移
始
し
た
た
め
、
嘗
然
考
察
す
べ
き
大
切
な
問
題
が
残
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
世
職
制
度
の
前
史
で
あ
る
ア
ン
パ
ン
制
の
研
究
で
あ
る
。
ア
ン
パ
ン
の
領
民
支
配
や
彼
ら
の
交
易
活
動
の
考
察
な
く
し

て
は
、
世
職
制
の
問
題
を
理
解
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
は
研
究
封
象
を
天
命
年
聞
の
世
職
制
度
に
限
定
し
た
。
世
職
制

689 



か
ら
の
課
題
と
し
た
い
。

は
こ
'の
の
ち
大
き
く
慶
賀
し
て
い
っ
た
が
、
歴
史
全
鐙
の
流
れ
の
中
で
そ
れ
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
は
今
の
私
に
は
手
に
あ
ま
る
。
と
も
に
こ
れ

690 

詰
(

1

)

世
職
制
度
を
研
究
し
た
論
文
と
し
て
は
、
阿
南
惟
敬
「
清
初
総
兵
官

考
」
〈
『
防
衛
大
祭
校
紀
要
』
第
一
九
袋
、
一
九
六
九
、
の
ち
『
清
初
軍
事

史
論
考
』
(
甲
陽
書
房
、
一
九
八

O
)
に
再
録
さ
れ
た
〉
が
あ
る
が、

テ
ー

マ
が
徳
兵
の
問
題
に
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
世
職
制
度
全
慢
の
研
究
で
は
な

、、
(
2〉
戸
田
茂
喜
「
清
太
租
の
都
城
遷
移
問
題
」

H
t同
〈
『
史
皐
研
究
』

第
八
巻
第
三
続
、
第
九
傘
第
二
鋭
、
第
十
轡
第
一
鏡
、
第
二
鋭
、
一
九
一一一

七
|
一
九
三
人
〉、
E
n
F
d
g円

FFursω
ロ
土
ロ
江
田

n
r
o
E
E
g
a

z
g
E
F
3
8間切

k
f
R
S
Y
-
M内・
H
S
P
E
Zロ
関
口
・

5
0門
会

ω
-
5
Z
R
E
2
2
5
7
0ロ
HmH由
ELHe--
参
照。

(

3

)

ヌ
ル
ハ
チ
の
都
市
政
策
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
っ
た
の
は
、
戸
田

茂
喜
「
赫
岡
阿
佐
城
構
成
の
素
描
」
(
『
山
下
先
生
還
暦
記
念
東
洋
史
論
文

集
』
東
京
、
一
九
三
人
〉
、
安
部
健
夫
「
八
旗
満
洲
ニ
ル
の
研
究
」
〈
『
東

亜
人
文
皐
報
』
第
一
巻
第
四
鋭
、
第
二
容
第
二
放
、
『
東
方
皐
報
』
(
京
都
)

第
二

O
班
、
一
九
四
二
|
一
九
五
一
、
の
ち
『
清
代
史
の
研
究
』
東
京
、

一
九
七
一
に
再
録
〉
、
石
橋
秀
雄
「
清
初
の
祉
禽
ー
そ
の
城
居
問
題
を
め

ぐ
っ
て
l
」
(
『
大
類
伸
博
士
響
詩
記
念
史
皐
論
文
集
』
東
京
、
一
九
六
二
)

で
あ
る
。

(
4〉
『
満
洲
貧
鍛
』
丁
亥
年
の
傑
(
今
西
春
歌
諜
『
浦
和
針
譲
満
洲
貫
録
』

新
京
(
長
春
〉
、
一
九
三
八
、
五
二
頁
)
、
以
下
『
浦
和
封
謬
満
洲
貫
録
』

の
引
用
は
括
弧
内
に
頁
数
の
み
一
示
す
。

〈
5
〉
『
輿
京
二
道
河
子
奮
老
城
』
建
園
大
風
午、
一
九
三
九
。

(6
)

『
李
朝
貨
録
』
宣
租
乙
未
年
十

一
月
戊
子
の
僚
。

(

7

)

一
年
と
か
あ
る
い
は
十
日
と
か
い

っ
た
滞
在
の
期
聞
が
制
度
的
に
決

ま
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
『
満
文
老
檎
』
の
例
で
は
武
賂

の
交
替
期
聞
は
一
定
し
て
い
な
い
。

(
8〉
『
術
文
老
楢
』
に
も
径
役
に
関
す
る
記
述
は
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。

土
木
工
事
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
太
租
巻
四
乙
卯
年
三
六
一
五
〉
正

月
の
篠
(
満
文
老
檎
研
究
禽
謬
註

『
繍
文
老
楢
』
東
洋
文
庫
、
一
九
五
五

ー
一
九
六
三
、
第
一
般
四
一
|
四
二
頁
)
〔『
奮
満
洲
檎
』

牽
北
故
宮
博
物

院、

一
九
六
九
、
第
一
期
八
九
|
九
四
頁
〕
参
照
(
滞
文
老
楢
研
究
曾
謬

註
『
満
文
老
捲
』
と
『
嘗
満
洲
橋
』
の
引
用
は
、
以
下
括
弧
内
に
加
数
と

頁
数
の
み
示
す
)
。
ま
た
、
遼
東
進
入
以
前
に
お
け
る
徴
兵
方
法
に
つ
い

て
は
、
太
租
巻
二
九
天
命
六
年
十
一
月
二
十
七
日
の
篠
(
第
一
般
四
二
七

|
四
二
八
頁
〉
〔
第
二
加
入
四
一
|
八
四
二
一
貝
〕
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
二
十
丁
に
つ
き
一
丁
の
割
合
で
徴
兵
し
て
都
械
に
居
住
さ
せ
た
と
い

う
。
天
命
以
前
の
徴
兵
方
法
も
こ
れ
と
大
差
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

(

9

)

註
(8
〉
参
照
。

ハ
ω〉
註
ハ
3
〉
戸
田
論
文
参
照。

-124ー
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(

U

)

戸
田
氏
は
こ
れ
を
パ
ヤ
ラ
軍
と
考
え
る
〈
註
(
3〉
戸
田
論
文
六
八
九

頁
参
照
〉
。
そ
れ
に
謝
し
て
安
部
氏
は
甲
土
層
と
み
な
す
(註
(3
〉
安
部

著
書
一
六
七
頁
参
照
〉
。

(
ロ
)
た
と
え
ば
パ
ラ
イ
は
明
と
の
園
境
地
帯
に
駐
屯
し
て
い
た
。
『
入
旗

遜
士
山
初
集
』
倉

一
五
八
回
明
白
・
巴
園
魯
惇
参
照
。
ま
た
ヌ
ル
ハ
チ
は
サ
チ
ク

や
ホ
イ
フ
ァ
な
ど
住
民
が
す
で
に
移
住
し
て
い
な
く
な
っ
た
要
地
に
も
兵

を
駐
屯
さ
せ
て
い
る
。
『
満
文
老
稽
』
太
租
巻
一
己
酉
年
の
係
(
第
一
般

一

二
頁
〉
〔
第
一
般
二
七
|
二
八
頁
〕
、
同
各
七
天
命
三
年
十
一
月
二
十
九
日

の
傑
(
第
一
般
一
一
四
頁
)
〔
第
一

mm二
六

一
一
具
、
三
九
O
頁
〕
参
照
。

(
日
)
た
と
え
ば
、
一
五
八
三
年
に
ヌ
ル
ハ
チ
は
サ
ル
フ
城
を
奪
っ
た
が
、

住
民
は
サ
ル
フ
城
に
迭
り
還
し
て
い
る
。
『
満
洲
寅
録
』
巻
一

葵
未
年
(
一

五
八
一
ニ
〉
の
保
ハ
二
人
l
ニ
九
頁
〉

参
照
。

こ
の
蛍
時
は
ま
だ
、
ヤ
ン
グ

リ
や
エ
イ
ド
ゥ
な
ど
個
人
的
に
彼
を
頼
っ
て
き
た
も
の
を
そ
ば
に
置
い
た

だ
け
で
あ
っ
た
。
(
『
入
旗
逼
志
初
集
』
倉
一

四
六
楊
古
利
額
尉
停
、

『綾

黄
旗
鎧
描
旅
氏
弘
毅
公
家
並
巴
参
照
。

〈
M
)

『
八
旗
遜
志
-初
集
』
巻
一
五
九
季
思
恰
停
。

(
臼
〉
フ
ル
ハ
の
百
戸
が
鋳
順
し
た
と
き
、
故
郷
へ
戻
っ
て
行
く
も
の
と
そ

の
ま
ま
留
ま
る
も
の
と
が
い
た
。
と
こ
ろ
が
ヌ
ル

ハ
チ
が
残
っ
た
も
の
に

恩
賞
を
輿
え
た
の
で
、
は
じ
め
故
郷
へ
鋳
る
と
言
っ
て
い
た
グ
ル
ー
プ
の

中
に
も
留
ま
る
も
の
が
出
て
き
た
。

『満
文
老
捲
』
太
租
巻
七
天
命
三
年

十
月
十
日
の
僚
(
第
一
般
一
一
一
一
ー
一
一
四
頁
〉
〔
第
一
筋
二

五
七
l
二

六
一
頁
、
三
八
七
|
三
九
O
頁
〕
参
照
。

(時
)
二
ハ

O
七
年
に
フ
ィ
オ
城
の
住
民
た
ち
が
ウ
ラ
の
歴
政
に
苦
し
ん

で
、
五
百
戸
が
マ
ン
ジ
ュ
圏
内
に
移
住
し
た
(
『
満
洲
貫
録
』
巻
三
了
来

年
の
傑
〈
九
四
|
九
五
頁
〉
参
照
)
。
二
ハ

一
O
年
に
カ
ン
グ
リ
は
屋
敷
や

土
地
を
棄
て
て
一
族
を
ひ
き
い
て
や
っ
て
き
た
ハ
『
八
旗
遜
志
初
集
』
巻

一
五
二
康
果
謹
額
鮒
俸
〉
。
さ
ら
に

『
滴
文
老
楢
』
太
租
巻
六
七
|
七

O

天
命
十
一
年
五
月
の
篠
(
第
三
珊
九
九
九
|
一

O
六
五
頁
〉
〔
第
四
加
一

九
五
六
|
ニ
O
三
五
頁
〕
に
は
武
官
(
世
職
〉
に
鈎
す
る
僻
令
が
牧
録
さ

れ
て
お
り
、
彼
ら
の
中
に
は
故
郷
を
棄
て
て
移
住
し
て
き
た
も
の
が
大
幾

多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(げ
)
ハ
ダ
の
遁
民
を
移
住
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
満
洲
賃
銀
出
品
位

三
己
亥
年
〈

一
五
九
九
〉
九
月
七
日
の
傑

〈八
五
頁
〉

多
照
。
以
下
同
じ

く
ホ
イ
フ
ァ
に
つ
い
て
は
、
『
浦
文
老
楢
』
太
組
各
一
丁
未
年
九
月
十
四

日
の
傑

(第一

mm七
頁
〉
〔
第
一
加

一
入

|
一
九
頁
〕
参
照
。
ウ
ラ
に
つ
い

て
は
『
満
文
老
楢
』
太
租
巻
二
美
丑
年
三
六

二
ニ
〉
正
月
の
篠
〈
第

一

般
二
五
|
二
六
頁
)
〔
第
一
般
五
五
|
五
六
頁〕
参
照
。
エ
ホ
に
関
し
て
は

『
涌
文
老
橋
』
太
租
巻
一
一
一
天
命
四
年
八
月
二
十
二
日
の
係
月
第
一
加

一

八
七

l
一
八
八
頁
〉
〔
第
一
般
四
人

O
l四
八
一
頁
〕
参
照
。
註
(
ロ
〉も
参

照。
(鴎
)
『
満
洲
貫
録
』
巻
=
一
辛
丑
年

三

六

O
一
〉
正
月
の
篠

〈八
六
|
八

七
頁
〉

参
照
。

ハ
ω
)
ヌ
ル
ハ
チ
は
各
地
か
ら
移
住
し
て
き
た
も
の
に
封
し
て

一
定
の
期
間

だ
け
箔
役
と
刑
罰
を
菟
除
し
た
。
『
満
文
老
楢
』
太
租
巻
七

O
天
命
十

一

年
五
月
の
篠
(第
三
珊

一
O
五

一
|
一
O
六
五
頁
)
〔
第
四
般
二

O
一
七

|

二
O
三
五
頁
〕
参
照
。
ま
た
同
各
一
七
天
命
六
年
間
二
月
十
日
の
篠

〈第

一
般
二
六
五
頁
)
〔
第
二
般
五
八
四
頁
〕
と
問
答
二

O
天
命
六
年
四
月
三
日

の
傑
ハ
第
一

般
三

O
七
頁
〉
〔
第
二
珊
六
四
五
頁
〕
は
、
エ
ホ
出
身
者
が
罪

を
お
か
し
た
際
に
彼
ら
が
新
附
の
民
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
庭
罰
を
菟
除

さ
れ
た
。

修
氏
一
族
も
撫
順
か
ら
股
出
し
て
き
た
が
や
は
り
径
役
を
亮
除
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さ
れ
た
ハ
『
入
旗
通
志
一
初
集
』
各
一
四
三
修
養
正
停
車
世
照
〉
。
ま
た
、
ヌ
ル

ハ
チ
は
遼
東
に
進
出
し
た
と
き
満
洲
族
に
糾問
し
て
数
年
開
循
役
を
菟
除
し

て
い
る
〈
『
滅
文
老
指
』
太
租
各
三

O
天
命
六
年
十
二
月
一
日
の
篠

(第

一
般
四
三
五
|
四
三
六
頁
〉
〔
第
二
妨
八
五
六
|
八
五
八
頁
〕
参
照
〉
。

〈
却
)
た
だ
イ

ェ
チ
ェ

γ
に
つ
い
て
だ
け
は
ヌ
ル
ハ
チ
か
ら
フ
レ
地
方
に
土

地
を
輿
え
ら
れ
て
ジ
ュ
シ
ェ

リ
地
方
よ
り
移
り
住
ん
だ
こ
と
が
明
き
ら
か

で
あ
る
(
『
八
旗
遁
志
初
集
』
巻
二
二
二
葉
陳
停
参
照
)
。

(幻
〉
本
稿
第
三
章
第

一
節
参
照
。

〈明
ω
〉
本
稿
第
三
章
第
一
節
参
照
。

(
お
〉
『
融
問
文
老
楢
』
太
租
倉
一
丁
未
年
九
月
の
傑
〈
第

一
加
七
頁
〉
〔
第

一

般
一
八
頁
〕
参
照
。

(
但
)

士口林
省
文
物
管
理
委
員合間

「輝
震
域
調
査
開
報
」
(
『
文
物
』
一
九
六

五
年
第
七
期
〉
参
照
。

〈
部
)
『
柳
溢
紀
略
』
巻
一
参
照
。

(お〉

士口
林
省
博
物
館

「
明
代
屋
倫
四
部
烏
技
部
故
祉
|
烏
技
古
境
調
査
」

〈
『
文
物
』
一
九
六
六
年
第
二
期
〉

参
照
。

(
幻
〉
『
寓
暦
武
功
録
』
巻
一
一
ト
築
、
那
林
孝
羅
列
俸
参
照
。

(
お
)

『淵
文
老
楢
』
太
租
倉

一
丁
未
年
九
月
六
日
の
僚
(
第
一
般
五
頁
〉

〔第

一
珊
一
四
頁
〕
、
同
名
ニ
壬
子
年
十
月
、
十
二
月
の
篠
(
第
一
加
二
二、

二
三
頁
)
〔
第

一
加
四
八
、
五

O
頁
〕
参
照
。

(却〉

ヌ
ル
ハ
チ
は
戦
争
や
狩
狐
の
た
め
に
都
城
を
留
守
に
す
る
と
き
、
八

大
臣
を
残
し
て
「
ガ
シ
ャ

γ
」
の
も
の
を
守
ら
せ
た
と
い
う
(
『
獄
文
老

槌
』
太
租
巻
四
乙
卯
年
の
篠
(
第
一
般
五
五
頁
〉
〔
第
一
加
一
一
一
七
、

三

一

一
頁
〕
〉
が
、
こ
の
「
ガ
シ
ャ
ン
」
は
蛍
然
都
域
内
の
居
住
区
域
を
指
し

て
い
る
。
ま
た
都
域
内
の
二
戸
が
失
火
し
た
と
き
に
、
「
ガ
シ
ャ

ソ
」
全

盟
に
延
焼
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
家
の
か
や
ぶ
き
を
み
な
取
り
沸
っ

て
し
ま

っ
た
(『満
文
老
槍
』
太
祖
谷
八
天
命
四
年
三
月
七
日
の
燦
ハ
第

一
般
一

三
五
頁
〉
〔
第

一
茄
四

一
四
頁
〕
〉
。
こ
の
ガ
シ
ャ
ン
も
ホ
ト
ア
ラ
城
内
の

居
住
区
域
で
あ
る
。

(ω)
江
嶋
欝
雄

「
明
末
女
直
の
朝
貢
に
就
て
」
(
『
清
水
博
士
逗
悼
記
念
四
例

代
史
論
叢
』
東
京
、
一
九
六
二
〉
参
照
。

(
汎
〉
『
浦
文
老
楢
』
太
租
巻
二
五
天
命
六
年
八
月
十
二
日

の
篠
〈
第
一

mm

三
六
八
頁
〉
〔
第
二
新
七
四
九
頁
、

第
三
畑
一
一
五
七
頁
〕

参
照
。

(
犯
)
『
浦
文
老
楢
』
太
租
径
五
二
天
命
八
年
五
月
二
十
五
日
の
篠
(
第
二

加
七
七
三
頁
〉
〔
第
三
筋
一
五

O
六
頁
〕
参
照
。

(お
〉
た
と
え
ば
プ
サ
ン
は
一
等
総
兵
官
と
グ
サ
の

エ
ジ
ェ
ン
を
粂
ね
て
お

り
(
『
満
文
老
楢
』
太
組
巻
四
八
天
命
八
年
三
月
二
十
四
日
の
篠

ハ第
二

加
七

O
四
頁
〉
〔
第
三
知

一
四
一
二
頁
己
、
ベ
イ
デ
も
備
禦
と
ニ
ル
の

エ

ジ
ェ
ン
を
粂
務
し
た

ハ
同
巻
一
七
天
命
六
年
間
二
月
五
日
の
傑
(
第

一
妨

二
六
二
頁
)
〔第
二
加
五
七
人
|
五
七
九
頁
〕
)
。
ま
た
ユ
ン
シ
ュ

ン
ら
は

五
ニ
ル
の
エ

ジ
ェ
γ
に
任
命
さ
れ
て
い
た
ハ
向
巻
二
一
天
命
六
年
四
月
七

日
の
燦

〈第一

般
一
二
一
一
頁
〉
〔
第
二
加
六
四
九
頁
〕
〉
。

(鎚
)
(
第

一
知
一
五
人
|
一
五
九
頁
〉

〔第

一
新
四
四
六
頁
〕
参
照
。

(お
〉
『
浦
文
老
楢
』
太
組
悠
一

O
天
命
四
年
六
月
の
篠
(
第
一
般
一
四
九
|

一
五

O
頁
〉
〔第
一
般
四
三
ニ

l
四
三
三
頁
〉
参
照。

(

M

m

〉
『
滴
文
老
楢
』
や

『満
洲
貧
録
』
に
よ
る
と
、
五
大
臣
は

二
ハ一

一一一

年
(
寓
暦
四
十

一
〉
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
が
(
中
山
八
郎
「
清
初

ヌ
ル
ハ
チ
王
図
の
統
治
機
構
」
〈
『
一
橋
論
叢
』
第
一
四
俳
句
第
二
鋭
、

一
九

四
四
)
参
照
)、
『
八
旗
通
志
初
集
』
に
よ
れ
ば
も
っ
と
ま
え
か
ら
存
在
し

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
〈
同
容
一
六
二
西
明
巴
札
爾
固
斉
停
参
照
〉
。

-126-



693 

(
日
出
)
五
大
臣
の
一
人
で
あ
る
ブ
イ
ヨ
ン
ド
ン
は
、
ゲ
レ
ン
の
エ
ジ

z
y
と

呼
ば
れ
て
い
る
〈
『
減
文
老
捲
』
太
租
巻

一
O
天
命
四
年
六
月
の
僚
〈
第

一
知
一
五
五
頁
)
〔
第
一
般
四
四
一
頁
〕〉。

ハ
お
〉
メ
イ
レ
ン
の
エ
ジ
ェ
ン
で
あ
っ
た
プ
ハ
お
よ
び
チ
エ
ル
ゲ
イ
は
ア
ン

パ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
(
『
満
文
老
楢
』
太
租
倉
一
一
天
命
四
年
七
月
の

篠
(
第
一
珊
一
七
一
一
良
)
〔
第
一
般
四
六

O
頁
〕
〉
。
ま
た
五
-
一
ル
の
エ
ジ

ェ
ン
、
ト
ボ
イ
も
ア
ン
パ
ン
で
あ
っ
た

ハ
問
答
ニ

O
天
命
六
年
四
月一一一
日

の
篠
〈
第
一
般
三

O
七
頁
〉
〔
第
二
肪
六
四
五
頁
〕
)
。

(

m

却
)
『
清
貧
鋒
』
同
僚
参
照
。

(
品
別
)
『
清
貫
録
』
同
僚
参
照
。

(
4〉
『
清
貧
録
』
同
僚
参
照
。

(
必
〉
『
入
旗
通
志
初
集
』
昌
也
二

O
一
査
費
巴
礼
爾
固
済
停
、
岡
谷
一
五
九

恰
寧
阿
停
、
同
径
二

O
三
札
易
薩
停
参
照
。

(
必
〉
『
入
旗
遁
士
山
初
集
』
倉
一
六
七
臭
巴
海
停
、
同
巻
一
六
九
巴
特
証
明
停
、

巻
二
ハ
七
各
饗
停
車
世
照
。

(
H
H
)

『
浦
文
老
楢
』
巻
六
ニ
は
こ
れ
ま
で
天
命
九
年
六
月
の
記
事
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
目
次
に
は
「
天
命
九
年
」
と
な
っ
て
い
る
と
い

う
。
今
西
春
秋
「
獄
文
老
楢
の
目
次
」
〈
『
東
方
皐
紀
要
』
第
一
巻
、

一
九

五
九
〉
、
同
「
Z
S
Y
雑
記
1
」
ロ
「
満
文
老
橋
の
目
次
」
補
正
(
『
朝

鮮
拳
報
』
第
五
一
輯
、
一
九
六
九
〉
多
照
。

(必〉

一本
稿
第
三
章
第
二
節
参
照
。

(
必
)
『
八
旗
遁
志
-
一
初
集
』
港
ーニ
二
ニ
葉
陳
停
、
『
満
文
老
捲
』
太
粗
巻
一

七

天
命
六
年
間
二
月
十
一
日
の
篠
〈
第
一
般
二
六
六
頁
〉
〔
第
二
加
五
八
五

頁
〕
、
同
容
ニ

O
天
命
六
年
四
月
四
日
の
篠
〈
第
一
般
三

O
七
頁
〉
〔
第
二

知
六
四
六
頁
〕
、
同
巻
五
七
天
命
八
年
七
月
八
日
の
篠
〈第
二
部
八
四
三
l

八
四
四
頁
〉
〔
第
四
知
一
六
七
四
|
一
六
七
五
頁
】
参
照
。

(
灯
〉
『
八
旗
遁
志
-
初
集
』
巻
一
六
二
酉
痢
巴
札
爾
国
費
俸
は
、
ガ
ル
に
「
三

等
ジ
ャ
ラ
ン
の
ジ
ャ
ン
ギ
γ
」
を
贈
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
天
聴
λ
年

以
降
の
呼
稀
で
あ
る
か
ら
、
『
満
文
老
捲
』
の
言
う
よ
う
に
三
等
参
絡
が

正
し
い
。
『
満
文
老
楢
』
太
租
巻
四
六
天
命
八
年
二
月
二
十
九
日
の
篠
(
第

二
加
六
七
五
頁
〉
〔
第
三
知
二
二
八
二
頁
〕
、
同
巻
六
八
天
命
十

一
年
五
月

の
篠
〈
第
一
一
一
般
一

O
こ
三
|
一

O
二
四
頁
〉
〔
第
四
知
一
九
八
九
頁
〕
参

昭
山。

ー

(
泊
叩
〉
(
第
三
燭
一
一
一
ニ
一
!
一
一
-
ハ

O
頁
)
〔
第
五
般
二
三
九
七

l
ニ
四
八

O
頁
〕
参
照
。

(
必
〉
『
入
旗
逼
士
山
初
集
』
巻
一
五
五
孟
阿
国
停
参
照
。

〈
印
)
『
八
旗
遁
志
初
集
』
各
二
三
六
額
爾
徳
尼
巴
克
什
停
、
同
巻
二
=
一
六

大
海
巴
克
什
停
参
照
。

(日〉

『
浦
文
老
楢
』
巻
二
四
天
命
六
年
七
月
八
日
の
篠
〈
第
一
般
三
五

二

|
三
五
三
頁
)
〔
第
二
加
七
一
七
頁
、
第
三
知

一
一
四
三
頁
〕
参
照
。

(回〉

『
減
文
老
稽
』
巻
三
三
天
命
七
年
正
月
十
三
日
、
十
四
日
の
篠
ハ
第

二
加
四
八
一

l
四
入
ニ
一
良
、
四
八
六
|
四
八
七
頁
〉
〔
第
二
新
九
三
五
|

九
三
六
頁
、
九
四
五
|
九
四
六
頁
〕
参
照
。

ハ
臼
〉
『
減
文
老
稽
』
各
五

O
天
命
八
年
四
月
三
十
日
の
篠
ハ
第
二
加
七
三

九
ー
七
四

O
頁
〉
〔
第
一
一
一
知
一
四
七

O
l
一
四
七
一
頁
〕

参
照
。

〈
臼
〉
『
瀬
文
老
楢
』
太
租
各
二
八
天
命
六
年
十
一
月
十
日

の
燦
〈
第

一
知

四
O
四
|
四
O
五
頁
〉
〔
第
二
加
入

O
Ol
八
O
一一貝、

第
三
茄
一
二

O

八
|
一
一
一

O
九
頁
〕
、
同
巻
七
四
無
年
月
(
第
三
加
一
一

O
五
1

一一

O

六
頁
)
〔
第
五
加
二
一
七
二
|
一
一
一
七
一
一
貝
〕
参
照
。

(
田
山
〉
ブ

イ
ヨ
ン
ド
ン
は
戦
争
の
際
の
捕
獲
物
を
無
断
で
部
下
に
分
配
し
た
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こ
と
が
、
ヌ
ル
ハ
チ
の
権
限
を
お
か
す
越
権
行
震
だ
と
し
て
庭
罰
さ
れ

た
(
『
滴
文
老
楢
』
太
租
巻
一
一
天
命
四
年
七
月
の
傑
〈
第
一
般

一
七
二

|
一
七
三
貰
〉
〔
第
一
般
四
六
O
|
四
六一

、
五
七
O
頁
〕

参
照
)
。
ま
た

エ
イ
ド
ゥ
は
濠
陽
を
攻
盤
し
た
と
き
に
、
マ

ン
グ
ル
タ
イ
の
命
令
に
そ
む

い
た
か
ど
で
厳
罰
に
慮
せ
ら
れ
る
(
同
巻

二
ハ
天
命
五
年
八
月
二
十
一

日
の
篠
(
第
一
般
二
四
六
|
二
五
O
頁
)
〔第

一
般
五
五
四
|
五
五
七
頁
、

第
五
郷
二
一
九
六
頁
〕
参
照
)。

(
回
)
た
と
え
ば
シ
品
ル
ガ
チ
と
ア
ン
パ
ン
の
チ
ャ
ン
シ
ュ
と
ナ
チ
プ
の
関

係
が
そ
う
で
あ
る
。
『
満
文
老
槍
』
太
極
倉
一

丁
来
年
の
篠
(
第
一
珊
コ一
ー

四
頁
〉
〔
第
一
般
一
O
l
一
一
一
頁
〕

参
照
。

(
貯
)
『
減
文
老
捲
』
太
租
巻
四
乙
卯
年
の
篠
〈
第
一
般
五
九
|
六
O
頁
〉

〔
第
一
般
一
一
一
一
五
|
一
一
一
一
入
頁
、
三
二
ハ
|
一一
一
一
七
頁
〕

参
照
。

(
回
)
た
と
え
ば
ア
サ
ン
は
待
遇
に
不
満
を
い
だ
い
て
明
へ
脱
出
し
よ
う
と

し
た
が
成
功
せ
ず
、
っ
か
ま
っ
て
連
れ
戻
さ
れ
た
。

し
か
し
の
ち
に
頭
角

を
あ
ら
わ
し
副
絡
に
ま
で
の
ぼ
っ
た
。

『
満
文
老
楢
』
太
宗
各

一
O
天
聴

二
年
六
月
一
日
の
傑
(
第
四
珊
一
三
五
|
一
三
人
頁
)
参
照
。

(
印
)
『
入
旗
逼
志
初
集
』
巻
一
五
七
葉
克
各
停
参
照
。

(
印
)
『
入
旗
逼
士
山
初
集
』
巻
一
四
四
略
略
木
俸
参
照
。

(
臼
〉
ア
ハ
ト
は
『
満
文
老
楢
』
太
租
径
二
一
天
命
六
年
四
月
七
日
の
係

(
第
一
加
一
一
一
一
一
頁
)
〔
第
二
燭
六
四
人
頁
〕
を
参
照
。
婦
人
の
世
職
に
つ

い
て
は
、
『
満
文
老
楢
』
太
租
巻
六
五
天
命
十
年
六
月
二
十
七
日
の
傑

(第

三
班
九
七
六
|
九
七
七
頁
〉
〔
第
四
般
一
八
九
七
|
一
八
九
八
頁
〕
参
照
。

〈
臼
)
た
と
え
ば
ハ
ダ
の
王
族
で
あ
っ
た
ウ
ル
グ
ダ
イ
、
ウ
ラ
の
王
族
で
あ

っ
た
ア
プ
タ
イ
・
ナ
ク
チ
ュ
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
臼
〉
周
藤
士
口
之
『
清
代
満
洲
土
地
政
策
の
研
究
|
特
に
旗
地
政
策
を
中
心

と
し
て
|』
(
東
京
、
一
九
四
四
〉
。
八
六
|
九
一
頁
参
照
。

(
臼
〉
(
第
二
茄
九
一
五
頁
〉

〔
第
四
加
一
六
九
五
頁
〕

参
照
。

(
筋
)
ハ
ラ
に
つ
い
て
は
(第
二
加
九
二
0
1
九
一
一
一

頁
〉
〔
第
四
珊

一
七

一
O頁
〕
参
照
。

イ
レ
シ
ェ

ン
は
〈
第
二
珊
九
二
七
頁
〉

〔第
四
珊
一
七

二
九
頁
〕
参
照
。

(
侃
)
∞
罰
昌
g-
同
国
富
国
・
・
河
口

h
E己
記
Q
足
早
占
h
司
町
、
、
町
民
。
〕
司
、
町内
R
h
h
h
H

円

h
o
h唱

hH、

p
c
m
w甲
山
伺
守
口
惜
唱
申
】
u
q吋
恒
一
♂
同
市
山
叶
叩
・
ロ
・
由
N
A
F・

(
mw
)

『
入
旗
通
志
初
集
』
巻
二
O
一
蘇
爾
東
阿
博
参
照
。

(
伺
)
(
第
二
加
九
三
五
|
九
五

一
頁
)
〔第
四
知
一
七
五
一

l

一
七
七
六

頁
〕。

(
印
)
こ
の
天
命
九
年
と
い
う
日
附
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
疑
問
が
も
た

れ
て
い
た
。
藤
岡
勝
二
課
コ
刊
文
老
楢
』
東
京
、
一
九
三
九
、
太
租
の
各

六
九
四
頁
頭
註
参
照
。
ま
た
、

註
(
川叫
〉
今
西
論
文
参
照
。

(
河
〉
『
浦
文
老
槍
』
太
租
径
二
二
天
命
六
年
五
月
十
四
日
の
篠

ハ第

一一知

三
二
五
頁〉

〔第
二
般
六
六
人
頁
〕

参
照
。

(
礼
)
『
入
旗
逼
志
-
初
集
』
巻
一
五
O
略
鯛
停
参
照
。

(η
〉
『
八
旗
遁
士
山
初
集
』
巻
一
四
三
伊
助
恨
俸
参
照
。

(市〉

(
第
二
加
九
二
二
頁
〉

〔
第
四
加
一
七

一一一一頁
〕。

(川崎〉

『
八
旗
通
志
-
初
集
』
巻
一

六
五
達
諸
護
惇
参
照
。

〈
符
〉
註
(
礼
〉参
照。

(
花
〉
(
第
二
加
九
一
九
|
九
二
O
頁
〉

〔第
四
知
一
七
O
七
頁
〕。

(
作
〉
『
入
旗
通
志
初
集
』
巻
一
一
一

一
尼
恰
理
停
参
照
。
同
書
に
は
ニ
カ
リ

な
る
人
物
が
三
人
あ
が

っ
て
い
る
が
、

『
八
旗
満
洲
氏
族
通
説
巴
巻
四
一

に
よ
る
と
問
題
の
ニ
カ
リ
は
-
一
ン
グ
タ
地
方
の
出
身
者
で
あ
り
、
三
人
の

う
ち
そ
れ
に
一
該
嘗
す
る
の
は
こ
の
ユ
カ
リ
で
あ
る
。
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(
花
)
『
瀬
文
老
槍
』
太
租
袋
五
一
天
命
八
年
五
月
一
一
一
日
の
傑
(
第
二
茄
七

五
ー一
|
七
五
二
頁
〉
〔
第
三
知
一
四
八
四
頁
〕
参
照
。

〈

m
印
〉
『
浦
文
老
槍
』
太
租
巻
四
五
天
命
八
年
二
月
十
八
日
の
篠
(
第
二
珊

六
六
一
一
貝
)
〔
第
三
筋
二
三
ハ

O
頁
〕
参
照
。
ウ
ネ
グ
は
嘗
時
総
兵
官
の

地
位
に
あ
っ
た
。

(
加
〉
『
清
貧
録
』
天
聴
八
年
五
月
壬
寅
の
傑
参
照
。

〔
附
記
〕

な
お
、
本
稿
は
昭
和
五
七
年
度
文
部
省
科
皐
研
究
補
助
金
に
よ
る
奨
動
研

究

ω「
入
盟
別
清
朝
の
世
職
(
官
)
に
関
す
る
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
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THE SYSTEM OF HEREDITARY OFFICIALS IN THE

　　　　　　　　　

TIANMING天命ERA

　　　　　　　　　　　　　

Matsuura Shigeru

　　

The so-called system ｏt　ｓhiｚhi世職is ａ system of hereditary officials

peculiar to the Qing dynasty. It originated in the 5 th year of Tianming

（AD 1630) with the　establishment through Nurhaci (Emperor Taizu 太

祀）of the following military ranks : zongbingguan總兵官， ｆｗｉａｎｇ副

;jt, caniiang參^, youji遊撃, as well as beiyu備禦. First Nurhaci had

given such　appointment　to　arnbaぶα　and　niru-i-ｅｉｅtｅ，his　influential

vassalls, whom he had ordered to live in the capital. They were granted

exemption from grain tａχas well as immunity of punishment because of

their particulsirly meritorious service and ｅχcellent facultiesレThey were

also permitted to hand down their special priviledges to their sons and

grandsons.

　

Thus their position was mainly based on merit, however.

should one of them commit ａ serious blunder, position and priviledges

were easily withdrawn｡

　　

This organization of military ｏ伍cials has frequently been confused

with the “eight banner　system”八旗制度, but in fact these are two

coexisting independent forms of organization･. After the Tianming era,

the systemof hereditary officials Cｓfiｔｚhi)has been given different names

time and again. In the l st year of Qianlong 乾隆(1736), it was finally

called the Five Ranks of Nobility 五等爵of ancient Chinese tradition.

THE MONGOLS UNDER THE ILKHANATE

　　　　　　　　

Shimo Hirotoshi

　　

In the middle of the 13 th century. many tribalarmies left over from

the conquering activitiesof Chinkkiz Khan'z grandson Hulagu as well as

troops from the Western outposts of the Mongolian empire took over the

conquered territory―with Iran as its center―as it was and, forａ variety

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4･－


